
参考資料 2

親権の在琴尭塁門委員会 1 資料 1

年3月 31日

社会保障審議会 児童部会

児童虐待防止のための親権の在り方に関する専門委員会の設置について

1 設置の趣旨

児童福祉法及び児童虐待防止法に関して、児童虐待の防止等を図るなどの観点から親

権の在 り方についての検討を行 うため、社会保 ll■審議会児童部会に 「児童虐待防止の

ための親権の在 り方に関する専門委員会」 (以下「専FЧ委員会」という。)を設置する。

2 構成等

(1) 専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。

(2) 専門委員会には委員長を置く。

(3) 専門委員会は、法務省及び最高裁判所に参カロを求めるほか、特に必要があると

認めるときは、関係者を招聘 して意見の聴取等を行 う。

3 検討事項

専 P号委員会における検討事項は以下のとお りとする。

・ 施設人所中等の児童に係る親権制限の在 り方について

。 親権者等がいない児土等についての親権行使の在 り方について

。 接近禁止命令の在 り方について

。 保護者指導に対する裁判所の関与の在 り方について

。 その他

4 委員会の庶務

専門委員会の庶務は、厚生労frJl省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室にお

いて処理する。
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、 児童虐待防止のための親権の
在 り方に関する専門委員会

委 員 名 簿

委 員 名 役 職

磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士

大村 敦志 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

長 秀之 東京家庭裁判所判事

才村 純 関西学院大学人間福祉学部 教授

佐藤 進 埼玉県立大学学長

庄司 順― 青山学院大学教育人間科学部 教授

松風 勝代 大阪府福祉部子ども室家庭支援課参事

豊岡 敬 東京都児童相談センター次長

中島 圭子 日本労働組合総連合会 (連合)総合政策局長

松原 康雄 明治学院大学社会学部 教授

水野 紀子 東北大学大学院法学研究科 教授

吉田 恒雄 駿河台大学法学部 教授

(50音順 敬称略)

(平成22年 3月 31日現在)
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第 1回
の在り方専 」  資料 2
平成22年3月 31日

児童虐待防止のための親権制度の見直 しについて

第 1 親権希1度の見直しの必要性

現在の制度では,児童虐待の事案等において,子の利益の侵害を防ぐという

現実の必要性に応じた適切な親権制限が困難であることなどから,児童福祉法

及び児童虐待防止法における諸課題と併せて,民法の親権に関する規定の見直

しを検討する必要がある。

第2 検討の経緯

1 平成 19年改正法附則

平成 19年の児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律附lllに よ

り,政府は,同法律施行 (施行日平成 20年 4月 1日 )後 3年以内に,親権に

係る制度の見直しについて検討を行い,その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとされた。

2 研究会

平成 21年 6月 ～ 12ノ J

<研究会の目的 >
「児童虐待防止のための親権制度研究会」開催

論点整理及び民法改iEの要否の検討
<メ ンバー>

学者,家庭裁判所判事,弁護士,児童相談所関係者
最高裁判所事務総局担当者,厚生労働省担当者,法務省担当者

平成 22年 1月  研究会報告書の取りまとめ

3 法制審議会への諮問等 (民法関係)

平成 22年 2月 5日   法制審議会へ諮問,児童虐待防止関連親権制度部会

設置 (3月 25日 第 1回会議開催)

<諮問第90号 >
児童虐待の防止等を図り,児童の権利利益を擁護する観点から民法の

親権に関する規定について見直しを行う必要があると思われるので,そ
の要綱を示されたい。

4 社会保障審議会における検討 (児童福祉法,児童虐待防止法関係)

平成 22年 2月 17日  社会保障審議会児童部会において,児童虐待防止の

ための親権の在 り方に関する専門委員会の設置了承

(3月 31日第 1国会議開催)
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児童虐待防止のための親権制度の見直 しに関す る主な論点

(前注)こ の資料は,「児童虐待防止のための親権制度研究会Jにおいて取り上げた主な

論点をまとめたものであり,○は主に民法に関係する論点,●は主に児童福祉法又

は児童虐待防止法に関係する論点である。

1 親権に係る制度について検討するに当たつての一般的な視点

親権が子の利益のために行わなければならないものであり,児童虐待が親権

によつて正当化されないことが,検討に当たっての重要な指針となる。

2 親権を必要に応じて適切に制限するための手当に関する論点

○ 現行の親権喪失制度の見直し

・ 親権喪失原因の見直し

研究会報告書では,親権の濫用又は著 しい不行跡とされている現行の親

権喪失原因について子の利益の観点を中心とした規定とすべきであるとし

た上で,そのような見直しを行 う場合の原 R―lの定め方について論点整理が

されている。

“ 親権喪失の申立人に子を加えること

研究会報告書では,申 立人に子を加えるべきとの意見が紹介された上で,

その問題点も併記されている。

O 親権の一時的制限制度の創設等

0 家庭裁判所の審判により親権を一時的に制限する制度の創設の要否・可否

・ 同制度を創設する場合の制度設計の在 り方

研究会報告書では,親権の一時的制限制度を設けることが考えられると   :
した上で,その作1度設計について論点整理がされている。

● 施設入所等の措置又は一時保護が行われている場合に親権を部分的に制限す

る制度の創設等  
・

・ 施設長等の権限が親権に優先する制度の創設の要否・可否

研究会報告書では,施設長,里親等及び児童相談所長の児童の監護等に

関する権限が親権者の親権に優先するものとすることが考えられるとした

上で,その制度設計について論点整理がされている。
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コ ー時保護についての見直 し

研究会報告書では,行政の判断のみによる一時保護について,裁判所の

関与の在 り方を含め,現行の一時保護の期間について見直しが必要かどう

かについて,論点整理がされている。

O 親権の一部制限制度の創設等

・ 家庭裁判所の審判により親権の一部を制限する制度の創設の要否・可否

・ 同制度を倉1設する場合の制度設計の在 り方

研究会幸‖告書では,親権の一部制限制度を設けることについての積極意

見・消極意見が挙げられた上で,仮に設けるとした場合のあり得べき具体

的制度設計について論点整理がされている。

3 親権を行う者がない子を適切に監護等するための手当てに関する論点

O 法人による未成年後見の導入
｀ ・ 法人を未成年後見人に選任することができるものとすることの要否・可否

′
研究会報告書では,法人を未成年後見人に選任することができるものと

すべきとの意見が紹介された Lで,その問題点も併記されている。

● 親権者等がいない児童等の取扱い

・ 里親等委託中又は一時保護中の児童に親権者等がいない場合に,児童相談

, 所長等が親権を行うものとする制度の創設の要否・可否

研究会報告書では,里親等委託中又は一時保護中の児意について,親権

者等がないときには,児童本H談所長等が親権を行 うものとすることが考え

られるとした.Lで ,その制度設計について論点整理がされている。

・ 施設入所等の措置及び一時保護が行われていない未成年者に親権者等がい

ない場合に,児童相談所長が親権を行うなどする制度の創設の要否・可否

研究会報告書では,施設人所等の措置及び一時保護が行われていない未

成年者に親権者等がいない場合でも,そ の福祉のため必要があるときには,

児童相談所長が親権を行い,又は,児童相談所長を未成年後見人に選任す

ることができるようにすることが考えられるとした上で,その問題点も併

記されている。
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' 4 親権制度の見直しに関するその他の諭点

● 接近禁止命令の在 り方

・ 強制入所等以外の場合に接近禁止命令を可能とすることの要否・可否

研究会報告書では,平成 19年改正によって創設された接近禁止命令の制

度の対象を拡大することなどについての論点整理がされている。

● 保護者に対する指導の実効性を高めるための方策

・ 保護者指導に対する家庭裁判所の関与の在 り方

研究会報告書では,家庭裁判所が保護者に対する指導に現行制度以上に関

与することについて積極意見・消極意見が挙げられた上で,仮にそのように

する場合のあり得べき関与の在 り方について論点整理がされている。

○ 懲戒権 "懲戒場に関する規定の見直し

・ 懲戒権・懲戒場に関する民法第 822条 を削除することの要否 口可否

研究会報告書では,民法第 822条 を削除すべきとの意見が紹介された。L

で,こ の点を検討するに当たって考慮すべき事項にっいて整理がされている。
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今後の検討スケジュール

○ 第 1回開催 (3月 下旬～ 4月 上旬 )

。 委員長の選任

0児 童虐待防止対策について

・ 児童虐待防止のための規権制度りF究会報告書について

。 今後の進め方について

○ 第2回 以降のスケジュールは、第1回専門委員会で議論

(合計5回程度の開催を想定)

○ 平成 23年 2月 を目途にとりまとめ、社会保障審議会児童部会へ報告
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参考資料ぅ

保育士養成課程等め改正について (中間まとめ)[概要]、

平成 22年  3月 24日
保育士養成課程等検討会

保育士養成課程の改正及びそれに伴う保育士試験の見直し等について、保育士養
成課程等検討会を昨年 11月 から木年3月 までの間計6回にわたり開催し検討を行
つてきた。                    .
これまでの議論を踏まえ、保育所保育指針 (以下、「保育指針」という。)の改

定を受け、できる限り早期に改正することが必要な保育士養成課程及び保育士試験
の改正については、「中間まとめ」として、次のとおり取 りまとめを行 うこととし、
今後の制度改革等の動向を踏まえた保育士養成に係る諸問題については、引き続き
検討を行 うこととした。
なお、保育指針の改定を受けた保育士養成課程の改正については、平成23年度

入学生から、保育士試験については、受験者の負担を考慮し、二定の周知期間を設
けて実施する方向で検討すべきである。      .

1 保育士養成課程の改正について (別紙 1)

〇教科日の新設
・ 1保育者諭」 (言‖義2単位)

現行の「保育原理」から保育士の役割と責務、制度的位置づけなどを分
割し、「保育者論」を新設.

・「保育の心理学IJ(講義2単位)、 「保育の心理学Ⅱ」 (演習1単位)

「教育心理学」と「発達心理学」を統合し「保育の心理学」を新設。

。「保育課程諭」 (講義2単位)

保育指針において、保育課程の編成が義務づけられたことを踏まえ、「保
l  育課程論」を新設。

・「保育相談支援」 (演習 1科 目)

現行の「社会福祉援助技術」を分害1し 、「保護者に対する保育指導」を
学ぶ「保育相談支援」を新設。

○教科目の名称の変更等
。「児童福祉」    →「児童家庭福祉」

。「養護原理」

暖 護内容」

→ 「社会的養護」
｀ 「社会的養護内容」
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:ヽ  ・ 「小児保健」   →「子どもの保健 I」 「子どもの保健Ⅱ」

_・ 「小児栄養」    →「子どもの食と栄養」、          `

。「家族援助諭」  →「家庭支援論」

・ 「社会福祉援助技術」→「相談援助」        ′

・ 「基礎技能」   →「保育表現技術」

○単位数の変更
。「保育原理」  4単 位ず 2単位

「保育者論J(2単位)を設置するため、単位数を変更。

・ 「障がい児保育」 1単位→ 2単位

。「保育実習 I」 「保育実習指導」調‐5単位 →「保育実習 1」 4単位
「保育実習指導 I」 .2単位

・選択必修科目である「保育実習Ⅱスは駆]に、「保育実習指導口又はⅢ」
の 1単位を加える。「

○保育実習 1における実習受け入れ施設の範囲や要件の見直し

実習受け入れ施設について、「居住型児壼福祉施設等」での実習を居住型
に限定せず、障害児通所施設等を加える。

2 保育士試験について (別紙2)

保育士養成課程の改正に伴い、所要の改正を行う。
○試験科目の変更

。「小児保健」、「精神保健」→「子どもの保健」
・ 「発達心理学」     →「保育の心理学J

・ 「児童福祉」    1 →「児童家庭福祉」  ヽ

・ 「養護原理」       →「社会的養護」
。「小児栄養」       →「子どもの食と栄養」

○実技試験の分野の統合 (4分 pr・→ 3分野)及び分野名の変更
・ 「言語」、「一般保育」→「言語表現に関する技術」     、
・ 「音楽」       →「音楽表現に関する技術」
。「造形」       →「造形表現に関する技術」    .
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現  行 改 正 案

系 列 教  科  目 11世単位数 R修 11位数 系 列 教  科  目 股肥llt位散 lill_tli位 数

教

■

科

日

列・回PFl(演習)

体育 (講義)

体育 (実技)

その他

2以上

1

1

6以上

1

1

外国″』 (演習)

体育 (:‖義)

14:育 (実技)

その他

2以上

1

■

6以上

1

1

教 美 科 目  計 10以上 8以上 教 羮 科 日  ,ト 10以上 8以上

必
　
　
　
・

修

保育の本llyf

。目的の理解

に関する潤.

ロ

社会福祉 (1‖義)

社会福祉援助技術 倣 習)

児童福‖L(1‖機)

保育原理 (rll雄 )

贅1貨 原理 (a‖義)

教育原刑!(1‖縫)

2

2

2

4

2

2

1114

2

2

2

4

2

2

11・ 】4

保育の本lilt

・ lヨ 山りに1闘 づ
‐

石fl目

保育原理 鶴‖縫)

教育Jlil理 晰 義)

児rlf家庭掘れL(講機)

社会怖11(lF義 )

|口 談援助 〈演習)

社会的養護 (船淮)

保育者綸 (冊農)

2

2

2

1

0113

2

2

2

2

1

2

2

1113

衛l育のl・l象

の11解に関

づ
~る

科日

発達心理学 (3棒義)

教育心理学 (1件農)

小児保健 (1‖機 。実習)

′卜児栄費 (績習)

11‖〕保ltl(3‖機)

家族援助綸 晰 義)

5

2

ll11 5

2

2

5

2

2

2

1115‐

1,アドの対

“

:

の理力年にIV・l

・
,‐ る千llヨ

保育の心理学 I(3路榊

イ1手ドの心11学 ](演習)

子ど1)の 保[L:(1‖ 義)

子`rも
の保彙[1(演習)

子どものFtと ホ美 (演習).

家庭支援輸 (1峰縫)

]

4

1

2

'112

2

1

|:

1

2

2

計 12

保育の内容

・方法の理解

1こ 1闘
―j‐ るril

!]

保了,内 容 (演習)

,L児 1果育 (演習)

障害児保育 (滅・ilil)

養 S螢 内容 (演習)

6

12

1

1

Fl1 0 l:1l o

保子Fの lJ・l容

・方PJIに lV・lり
‐

る手十日

1果 イF靭租陥 (1‖ 鵜)

保市内容総愉 〈ril習 )

保市内容演習 (演習)

,L児 1果育 (演・i17)

瞳がい児保育 (rlil習 )

‖:会的■11内容 (演習)

爆育111談支援 ("〔習)

2

1

5

1

1

Fl・ 14

2

1

5

2

1

1

r「 14
基礎技能 基礎技能 (演 4il) 保市の

表現1支 術

1果子F表現技術 (油習) 4

保育実習 保育実習 (実習) 5 保育実習 保育実習1(■習)

保育実響指導 :(泄習)

4

2

総合演習 総合演習 (演習) 2 2 総合演習 保育実践演習 (演習)

必 修 科 日   '「 50 50 必 修 科 日   11
選

択

必

修

科

日

保育に関する科日

(上記の系列より科日設定)

17以上 8以 上 保育に関→
~る

科日

(上記の系列よりril日 設定)

15以上 6以 上

保
‐
rnF実習]又はIE(実習) 2 保育実習Π又はll(実習)

1果 育実習指導口又は11(演 itun)

2

1

選択 Z、修科目    計 19以上 10以上 選択必修科日    計 18以上 9以上

０
ロ 79以上 68以上 △

ロ 79以上 68以上

(月J静氏1 )

保育士養成課程の改正について
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保育士試験の改正について

1試験科目の見直し

(現 行)

科 目 時間(分 ) 満点

社会福祉 ｎ
υ

児童福祉 10C

発達心理学

情神保健

小児保健 100

小児栄養 100

保育原理 100

教育原理

養護原理 30

保育実習理論 !00

保育実習実技 1● ■廂Hで■める, :OC

分 野

音楽

絵画制作

言 語

一般保育

2実 技試験 (保育実習実技)の分野の見直し

(1)分野の統合

言語、一般保育→言語表現に関する技術

(2)分野名の変更

音楽→音楽表現に関する城術
絵画制作‐浩形表現に関する結締          .

(3)実施方法の変更

(改正前)実施者が4分野から3分野を選択し、受験者がその3分野から2分野を選択。
↓

(改正後)受験者が3分野から2分野を選択。              ｀

(現 行) .       (改 正案)         _

朝J紙 2)  .     
・

分 野

音楽表現に関する枝術

浩形表現に関する技術

言語表現 に関する織術

(改正案)

科 目 時間(分 ) 満点

社会福祉 10C

児斎家庭補 ト 10C

保育の心理学 10〔

子どもの保健 10C

手″+1の・A・ ″誉鼈 60 ハ
υ

保育原理 :OC

教育原理 50

持会的碁請 50

保育実習理論 60 10C

保育実習実技 (● ■府颯で定める, 100

↓　　　　　　↓　　　　　　↓

↓
　

↓
　

　

一
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(◎ :座長、O:座長代理 )

(五十音順、敬称略)  ,
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保育士養成課程等の改正について (中間まとめ)

平成 22年 3月 24日 、

保育士養成課程等検討会
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はじめに

本検討会 は、昨年 11月 か ら本年 3月 まで 6回にわた り、保育士養成課程の
改正及びそれに伴う保育士試験の見直し等について検討を行ってきた:  

′

このたび、これまでの議論を踏まえ、以下のとおり取りまとめを行うととも
に、今後の保育士養成課程の方向性について提言したものが本報告書 (中間ま
とめ)である。             '

「中間まとめ」の取りまとめに当たっては、堡育所保育指針 (以下、「保育
指針」という。)、 の改定を受け、できる限り早期に改正することが必要な保育士
養成議程蒸び保育‐た試験の改正に関する内容を第 1部 とし、軟定案を決定した。
また、今後めキJ度改革等の動向を踏まえた保育士拳成における検討課題に関す
る内容を第2部 とし、今後の検討・にうなげることとした。
第1部の保育指針の改定を受けた保育士養成課程の改正については平成23

年度入学生から、保育Jr試験については、受験者の負担を考慮し、二定の周力|

り‖間を設けて実施する方向で検討すべきと考える:

本1食討会における1貪討内容やその結果に基づき、指定保育十養成施設 (以 下
「養成抑設」とぃう)の修業教科日、単位数及び教科日の日1票

・内容並びに履
修方法が改正されることが望まれる。″iた な保育十養成課程が、全国め養成施
設における養成課程に十分に反映されることを期待するとともに、保育十の一
定水準の確保及び専門性の向」コに資するものとなることを願うものである。
なお、本検討会は、今後も適宜、必要に応じてり‖催され、保育十養成等につ

｀

ャてヽ継続的に検討することが必要である。このため、平成21年度における検
討・会での議論を路まえた本報告ilを 「中間まとめ」とした。   ′
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ヽ

(1

第 1部 保育士養成課程及び保育士試験の改正

保育士養成課程の改正について

)改正・見直しの背景

①保育士養成の現状

保育士養成 (平成 13年以前は「保母養成」)は昭和23年の制度開始

以来60年以上の歴史を持つが、近年は保育需要の拡大に伴い、養成施

設が増えている (平成 15年 :415か所、平成21年 :583か所)。

このうち大学が37%t短期大学が45%、 専修学校等が18%と なっ

ており、特に、大学での保育士養成が年々増加している。  ´

養成施設では、毎年約4万 5千人が保育士資格を取得しているが、そ

の約 8害1は幼稚園教諭免許 1種または2種を同時に取得しており、全国

統計では、養成施設を卒業して保育所に勤務する者が約46%、 幼稚園

に勤務する者が約21%と なつてぃる。しかし、、保育Jlの平均勤続年数

は全産業平均に比べ、低い現状にある。また、保育J:資格取得者のうち

現在は保育に従1手 していない者が6o万人以上いると考えられる。

保育士資1各は、養成施設を卒業するほか、保育士試験に合格すること

により取得できる。多様な人材を確保する観点から受験資格が徐々に緩

和されているほか、幼稚園教諭免許取得者には一定の科目が免除されて

いる。なお、保育士試験においては保育1/HL場での実習は課せられていな

レ
｀
.

保育士試験により毎年、約 4,000～ 5,000人が保育士となっており、

試験による資格取得者は全体の約 1割 となつている。|        |

②保育現場の状況 ´

近年、子どもや家庭を取り巻く環境の変化ゃ保護者の就労状況等の多

様化などにより、保育所をはじめ保育現場においては、業務量の拡大や

業務内容の多様化等がもたらされ、保育士の疲弊感が増している等の指

摘がある。      .
また、.児童・家庭問題の多1銀化、複雑化に対応するため、保育士の専

門性の向上や保育所の組織的対応、地域の関係機関との連携等が必要と

なつている。さらに、保育現場における教育的機能や子どもの発達保障
への期待が高まるとともに、次世代育成支援の観点から中学生、高校生

などの体験学習等も進んでおり、様々な場面で、保育士の専門性の向上
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'が求められてぃるも

このような保育tの専門性の向■のための研修は、自治体や保育団体
などにより数多く実施されているが、任意の参加であり、研修の制度化
は図らオЪていない。

(2)改正の経緯    
｀

①保育所保育指針の改定

保育士養成課程の見直しは、これまでも保育1指針の改定を受け、そあ
翌年に行われてきたが、今回は4寺 に、保育指針の告示化に伴い、そのlJNl

容を十分に踏まえた養成課程の見直しが必要となつた。
新たな保育1指夕1‐ は、保育所の役害1や機能を叩確にし、保育所.が地j或に

おける保育の専F月機関として社会的責任を果たすことを集めている。ま
た、子どもの保育と保護者支援を担う保育十の専門性の1詢 上、養護と教
育を一体的に行う保育の特性、保育課程の編成ゃ自己評fllliに よる保育の
改善等の視点を踏まえ、保育所における保育のPIの向上をめざし改定さ
オしているものである。             '
なお、lZ成 15年に改正された児1に福4L法

~18条
の4において、保育士

|■ 「児1[の保育及び児童の保護者に対する保育に出する指導を行う」と
され、,こ のことが、保育指針の改定の内容にも反映されている。   1

②保育所における質の向上のためのアクションプログラム
保育指針の告示と同時に策定された「保育所における質の向上のため

,の ァクションプログラム」は、国及び地方公共団体において、今後取り
組んでぃくことが必要な保育施策を一体的・計画的に推進するためのプ
ログラムであり、各保育所における保育の質の向上につなげていく取組
が必要であるとしている。

この中で「国は、保育士が保育現場で求められる多様な課題に対応そ
きるようにするため、保育士の専門性を高めるための資1各ゃ養成の在り
方の見直しについて検討する」としている。((3)保育士等の資質・専
門性の向上一③)       .

③保育サービスの質に関する調査研究
平成 18年度～平成20年度にわたり厚生労働科学研究 (政策科学総

合研究事業)において、「保育サービスの質に関する調査・研究」(主任
研究者 :大嶋恭二教授)力 行ゞわれた。3年間IFわ たる本研究により、保
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,育士養成課程の課題や問題点が明らかにされるとともに、複数の養成課

程改正案が具体的に示された。また、保育士養成の在り方や今後の展望

などにういても述べられた。

④社会保障審議会少子化対策特別部会

平成 21年 2月 にとりまとめられた「社会保障審議会少子化対策特別

部会第一次報告一次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向け

て一」において、現行の保育制度の課題の一つとして、保育所の質の向

上をあげている。そして、このためには、保育士の量・質の確保や計画

的な養成等が欠かせないとしている。さらに、保育士等が、実務経験と

りF修受講を通じてステップアップする仕組みについて、詳細を検討する

としている。

(3)改正に当たつての基本的考え方    ｀

、① 保育指針の改定の内容及び改定。見直しの背景を踏まえ、保育士養成

や保育現場における諸課題に対応すべく保育士養成課程等の見直しを行

1う 。その際、保育現場の実践や保育士の専Fl性を十分に踏まえた内容と

づ
~る

。

② 保育現場の実情を踏まえ、実践力や応用力をもつた保育士を養成する

ため、実習や実習指導の充実を図り、より効果的な保育実習にすること

が必要である。また、養成施設の増加に伴い、居住型児童福祉施設等に

おける実習受け入れ施設の確保がたい、ん難しくなつている実情を踏ま

え,、 実習受け入れ施設の範囲や要件を見直す」

③ 保育士養成課程における設置単位数及び履修単位数は、保育士に求

められる多様な専P電性のうち、必須となる教科目を1青選し、本改定では、ヽ

2年制の課程を想定することを基本とする。このため、現行どおり設置単

位数79以上、総履修単位数は68とする。

④ 養成課程は現行どおり、教科目を示し、それぞれの教科日について日

標、内容を示すこととし、日標は5項 目前後、内容は日標に沿つた大項

目の下に小項目を3～ 5項 日程度たてることを基本とする。なお、日標

の記述は、学ぶ側を主体とした書き方に改める。
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(4)改正の内容

①教科日の配列

必修科目が6つの系列から構成さオЪることは、現行どおりであるが(

このうち、「保育の本質 ,目 的の理1子 に関する科目」を「保育の本質 。日
的に関する科日」とし、学びの観点を明確にする。同様に、「保育の内容・
方法の理解に関する科日」を「保育の内容・方法に関する科目」と改め
る。また、「去L礎 1支能」は、子どもの表現を広くとらえながら、子どもの
活動や遊びを促していくために「保育の表現技術」と改める。

またt各系夕1にある教科日の画ご列順序を精査し、二部変更する。

②教科日の新設                     '
・「保育者論」(講義 2単位)

現行の「保育原理」に含まれていた保育十の役割と責務、市1度的位・
置づけt及び多様な専F電性をもった保育者 (看護ni・ 栄養十等)と の
協働などについて学ぶことが1≧要でぁるため、「保育者論」を新設する。
特に、児並福祉法第 ]8条の4における保育七の定義や、保育T「に求
められる今目的課題などを踏まえ、子どもの保育と保護者支援を担う1保
育十の専Fl性にっぃて学ぶ準|・ 日とする。

・「保育の心111学 l」 (言‖義2単位)、
「保育の心川:学 Ⅱ」(演習 1単位)

保育との関連で子どもの発達の過程や学びの過程について学ぶこと
が重要であるため、「教育心理!学」と「発達心川:学」を統合し「保育の
心理学」を新設する。1寺に、Πのり〔習では、観察等を通して子どもの
心身の状態や行動等を1電 1屋する技術を高め、子ども」!解に基づく適切
な発達援助を行う実践力を修得できるようにすることが必要である。

・「保育課程論」(講義 2単位)

保育指針において、保育課程の編成が義務づけられたことや、保育
課程を中心として、計画・実践・省察・評価・改善というサィクルを
進めていくことが保育にとって重要であることを踏まえ、「保育課程
論」を新設する。

・「保育相談支援」(演習1科 日)

保育士の「保護者に対する保育に関する指導」(児童福祉法第 18条
の4)について具体的に学ぶこと谷重要であるため、「保育相談支援」
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を新設する。保育指針第6章の内容を踏まえ、保育実践に活用され、

応用される相談支援の内容と方法を学ぶ。その際t「相談援助」
'、 「家庭

.支 援論」等の科目との関連性や整合性に配慮することが必要である。

③教科日の名称の変更等
。「児童福祉」を「児童家庭福祉」とする。

｀

児童福祉の増進とともに、児童の家庭を含めて支援する体制や仕組

みが必要となっていることを踏まえ、変更する。  ,

,「養護原理」「養護内容」を「社会的養護」、「社会的養護内容」とする。

社会的養護の名称が浸透していることや社会的養護の重要性を踏ま

え、変更する。

・「小児保健」を「子どもの保健 I」 「子どもの保健ⅡJと する。

保育現場において、子ども一人一人の心身の状態や発達の過程を踏

まえ保健的対応を行うことや、子ども集団全体の健康と安全を考える

こと等の重要性にかんがみ、「子どもの保健」とする。また、子どもの

心身の健康について総合的に理解することが重要であるため、現行の
「

1青神保健」を含む内容とする。

なお、「児童」と「子ども」の使い分けについては、法令等との関わ

りが深い「保育の本質 。目的に関する科日」の系列においては庭本的

に「児童」とし、他の系列では、子どもとの関わりや保育実践との関

連が強いため、広く社会的に浸透している「子ども」を基本とする:

。「小児栄養」を「子どもの食と栄養」とする。

保育現場において、子ども一人二人の心身の状態や発達過程を路ま

え(子 どもの食にかかわる保育実践を行うことや、子ども集団全体の

食事と栄養について理解することが重要であるため、「子どもの食と栄

養」とする。また、栄養に関する基本的理解に基づく子どもや家庭ヘ

の栄養指導や食育の重要性を十分踏まえることとする。

:「家族援助論」を「家庭支援論」とする。

家庭、地域などを視EIPに入れた支援のあり方や支援体制について理

解することが必要となっているため、変更する。 |

・「社会福祉援助技術」を「相談援助」とする6  ´
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社会福祉士等の養成等においてt「社会福祉援助技術」が「相談援助J

に改められたことを踏まえるとともに、保育との関連で相談援助の内
容や方法について学ぶことが重要であるため「相談援助」に変更する。

・「基礎技能」を「保育表現技術」とする。
子どもの表現を広く捉え、子ども自らの経験や周囲の環境との欄わ・

りを様夕な表現活動や遊びを通して展開していくことが重要であるこ
とヽを踏また、このような子どもの表現に係る保育士の保育技術を修得
する教科として「保育表現技術」に名称を変更する。     ~
また、現行の「基礎技能」の内容にある音楽、造形、体育を、音楽

表現、造形表現、身体表現、言語表現とするが、これらに関する表現
技術を保育との関連で修得できるようにすることが必要である。

④教科日の移行
.

・「発達心J〕憎学」「教育心理L学」の内容は、「保育の心馴!学 IIn」 を中心
に「教育原理」「保育原理!」

「障がい児保育」等に移行する.

「精神保健Jの内容は、「子どもの保健 I」 を中′いに
「児壷家庭福れL」 「障がい児保育」等に移行する。

「子どもの保健 ri」

'・ 「保育内容」を、「保育内容総論」と「保育内容演習」に分ける。
保育内容の全体的な構造や総体を瑚!解 した上で、養護と教育にかか

る領域等について学ぶことが必要であるため、総論と内容演習の教準|

日を設定する。

⑤単位数の変更
。「保育原理l」 の内容の一部を新設の「保育者論」の内容とすることに伴
い、現行「保育原理」4単位を2単位とする。

。「
畔がい児保育」 1単位を2単位にする。

保育現場における障がいのある子どもの増加や障がいの多様化など
を踏まえ、より専門的な学習が必要となつてしヽる。1寺に発達障がい及
びその疑いのある子どもや保護者への支塚を含め、保育現場での適助
な対応を修得するため、単位数を増やす。

。「保育実習 I」 「保育実習指導」計5単位を「保育実習 I」 4単位と「保
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育実習指導 I」 2単位とする。また、選択必修科目である「保育実習

Ⅱ又はⅢ」にも「保育実習指導耳又はⅢ」の 1単位を加える。       、

保育実習における事前事後指導の充実により実習による学びを強化 .  (
させ、効果的学習を行うことができるようにするため、 3回の保育実

習のそれぞれに実習指導を行うこととする。

⑥保育実習 Iにおける実習受け入れ施設の範囲や要件の見直し        ｀

養成施設の1曽加に伴う学生の増加や居住型児童福祉施設の減少と通所  
｀

型児童福祉施設が増加 している状況、また、地域における通所型児童福

祉施設で学ぶことの意義などを踏まえ、保育実習 Iにおける「居住型児

童福祉施設等」での実習を居住型に限定せず、障害児通所施設等を含め

ることにする。

なお、養成施設においては、居住型児童福祉施設等への就職を希望す

る学生に対し、居住型施設での実習が可能となるよう配慮することが必

要である。  :

以上の内容を踏まえ、保育士養成課程案及び教科目の日1票・内容の改正案を

別紙 1及び 2の とおり策定した。 ´

2.保育士試験について

(1)見直し・改正の基本的考え方

① l保育士養成課程の改正案を「保育士試験出題範囲」に反映させる。す

なわち、養成課程の科目名の変更に伴いて試験科目名を変更する。また、

養成課程の「目標」を保育士試験の「出題の基本方針」に、「内容」を「出

題範囲」に反映させるとともに、教科日間の関連性等については、「出題

上の留意事項」の記載において配慮する。

② 養成課程の教科日のうち試験科目にない科目について配慮する必要が

あるが、試験科日としては現行以上に増やさないようにする。

③ 多様な人材の確保など、保育士試験が果たしてきた一定の役割を考慮
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する必要がある。一方t保育実習が行われないことなどをF・

76ま え、実技
試験等において、保育実践力や応用力を問う内容にするなどの配慮が必
要である。

(2)i保育士試験の改正の内容

①試験科日の変更

・「現行の「小児保健」と「精神保健」を統合し、「子どもの保健」とす
る。このため、試験科目が一つ減少するも

・「発達心理l学」を「保育の心]馴!学」に変更する。また、養成課程の「保
育の心理学」の教科日の重要性にかんがみ、得点配分を考慮する:

「児童福祉」は「児ilt家庭福布L」 に、「養護原理」は「社会的養護」に、
「小児栄養」は「子どもの食と栄養」に、

.そ
れぞれ養成訓:程の教科日

″:にそ|ろ える。                         ,

②実技試験 (B保育実習実技)の変更    ‐

・現行の「4.一般保育」は、他の分野↑の統合が可能であることから、
実技試験の分野から削除する。このため、試験実施者が4分野から3

分野を選択して実施することを改め、3分野での実施とする。

・現行の試験分野の lの 「音楽」は「音楽表現に関する技術」、 2の 「絵
画制作」は「造形表現に関する技術」(3の 「言葉」は「言語表現に関
する技術」としt養成訓:程における「`保育表現技術」の内容との関連
性を持たせる。また、現行にある「特定課題」「自由課題」を「課題」
に集約する。

以上の内容を踏まえ、保育士試験の改正案を別紙3の とおり策定した。

31保育士養成課程及び保育十試験の改正の内容の周知・伝i韮

(1)保育士養成課程の改正の趣旨・内容が、平成23年度からの実施を目
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‐ 指し、関係者に十分理解されるよう、様々な方法で周知していくことが

必要である。特に、養成施設の教員を対象とした研修の実施や各自治体

の担当者に対する十分な周知が必要である。また、保育現場への伝達及

び普及を図りt保育実践の場において養成課程の内容等にういて、今後、

検証されていくことが望まれぅ。

(2)養成施設においては、保育士養成課程の改正を踏まえた識義・演習内

容等の見直しを行い、特に新設科目については、関係者で協議するなど

め工夫が必要である。また、保育現場との一j画 の連携・協力が図られる

ことが求められる。

(3)保育士試験の改正内容についても、1栄々な方法で広く周知するととも

に、現行の試験から改正後の試験への移行やその時期について、できる

だけ受験者の不利益とならないよう配慮することが必要である。

(4)保育士試験を実施する者、試験問題の作成に関わる者合の改正の趣旨

`や内容の周知・伝達はもとより、保育士試験の一定のレベルの確保と試

験の公平性を保つために関係者による1協議等が求められる。
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第 2部 保育士養成課程等における今後の検討課題

1.保育の専門性の構築と保育士のキャリアアップ        _

(1)今 日、保育士が保育現場で直西する多様な課題に適切に対応し、子ど

もの保育と保護者支援を確実に担っていくためには、より高い専門性が
求められる。その際、保育士に必要とされる夫Π識・技術・判断力等を明
らかにしながら、養成課程や現任研修、保育り「究等の充実を図ることか
必要であり、保育士の専P]性の構築やその検証もこうした取組を通して
行われていくことが望まれる。

(2)第 1部では、当面、 2年制の課程を想定すること|を基本 として、保育
士養成課程の改FE案を示 したが、保育

-lrの
専llll性 の構築と質の向_Lの た

めには、保育士養成や保育 L資格ゅ在り方を見「:[す ことが必要である。
そのためにも、4年制課程や大学院での学びなど専門1生の更なる向上を
視野に入れた養成41限や|コ 家試験の実施の要否等について検討すること
が必要である。

(3)'保育JIがゃりがいを感じながらt.1子来にわたって働き続けられるよう
にすることにより、保育現場におけぅ質の高い人材を安定的に確保し、
その定着を促進 していくことが

`と

、要である。そのためにも、保育十が日
標をもつてキャリアア ップをめざすことのできる仕剤lみについて1貪 詞

:し

ていく:ビ、要がある。

(4)保育現場の組織性を高め、保育十のキャリアアィプを図るためにも、
保育11の専門性に伴う業務内容やその範IШ等にっいて検討することが必
要と考えられる。主任保育士の位置づけや新人、中堅、ベテジンの役害1

及び業務内容について全国で一定程度、共通の認識を1寺てるようにし、
その制度的位置づけも含め検討することや、保育士が長期的見通しをも
って、.自 身の資質を向上させてぃけるような仕組みが必要である。

(5)養成施設での基本的な学習の上に、現任研修が重ねられていくことが
望まれる。特に、保育士の研修体系に基づく研修の計画的実施と、研修
の受講が評価されること等によリステシプァップしてぃくことで、保育‐Lの専門性の向上が期待される。このような仕組みが制度化されていく
ことが望ましい。また、受講者?主体的取組が尊重される多様な研修方

-17二



法や研修形態により、効果的な学びとする等の工夫も検討すべきである。

(6)保育の特性や保育十の専門性に根ざした保育実践を明確にしていくこ

とが重要である:そのためにも、幼稚園教諭、看護師、保健師、栄養士、

社会福祉士等、保育と関連する様々な職種の業務内容や専門性との関連
で保育士の業務を提えることが必要である。     i

(7)近年、世界の潮流は幼児教育の振興にあり、保育や幼児教育を担う者
の質の向上やその評価に関心が高まつている。特に、遊びや環境を通し

て子どもの学びを促し、深めていくことや、子どもを観察するための知

識や技術、保育の環境を構成することについての専門性等を持つことが

重要であり、
′
保育士の養成の方法等について、さらに検討する必要があ

る。   ~

2.養成施設の質の確保と向上

(1)養成施設の教員の質を1■保するために、教員の資格要件の内容や資格

審査について検討する必要もあると考えられる。特に、養成施設の急増
や保育士養成Lニス:の新設に伴い、教員の確保が課題となっており、そ
の質の低下が懸念される。養成施設教員の研修の義務付けゃ研究等への
参画が求められる。

(2)養成施設において、保育IJ=が その専門性や経験を生かし養成に携わる

ことが重要であることから、保育士資格のある者(保育現場での保育経

験がある者を教員として配置するなど、保育の専門性を有する教員の確

保とその育成を視野に入れることが必要である。このために、見通しを

持つて養成施設の教員を育成する必要がある。         |

(3)養成施設間の連携を図りt特に、地域における保育に関わる課題等に

ついて協議したり、関係者が集う場を設けたりしながら、地域の子育て

力の向上や児童福祉の推進に養成施設がかかわり、関係機関や地域社会

との協働を1莫索していくこともf大切である。

3.養成施設と保育現場等との連携
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(1)養成課程における保育実習の位置づけを高め、より効果的な実書とす
るためには、養成施設と実習受け入れ施設との連携が欠かせない。保育

‐
実習先における

´
教員の訪問指導の充実や学生、保育士、教員による一定

の時間の話し合い等の実施により
1旧
互理解が図られることが重要でぁり、

実習評佃iの基準を保育十の1協力により策定するなどの工夫も検討すべき
である。なお、その際、受け入れ施設や保育士の負担増について、二

定
の配慮 も必要であるど

(2)今後は、保育実習の長期化やインターンンップなども視野にいれた検
.討が望まれる。学生の保育現場への継続的かかわりによる実践力1の獲得
は、就職へのモチベーションを高めることにもつながると考えられる:

(3)養成施設の教員と保育lL等の協働による実践研究が進められることに
より、双方の質の向上と専lllll」 lυ)確立が促oれる。保育に関する理論と
実践を結び付けていくことゃ、保育十の実践知を共有していくことによ
り保育内容の充実や養成課程における教FI・内容の充実を|ヌ|う ていくこと

‐が必 要である。                 '

(4)養り戎施設、保育所、行政の|″働により保育十の現任イリl修運営1協議会が
設けられくり「修会が実施されている1也域もある。養成施設と保育所等児
童福れL施設が相互に連1り与しながら研修の質の向 Lを図っていくためには
有効であり、このようなイリ「修の実施方法やその工夫・訓:価等を含め、検
討 してい くことが必要である。        .

(5)養成施設の教員と保育士、幼稚田。小学校教諭、看護mi・ 保健師、医
師等との協働は、地j或 における子どもの健全育成や保護者の子育て支援
に直結するため、養成施設の教員がより社会性をもつて、地域社会の様々

な人や場、関係機関等と連携していくことが重要であり、保育や子育て
に関わるネットワこクの形成について検討する必要がある。

本検討会において、以上のような意見が活発に出され、保育士養成の在り方
について様々な論議が展開された。

しかし、本検討会は、限られた期間のなか、保育士養成課程及び保育士試験
の改正について検討を行つたものであり、多岐にわたる課題について、十分に
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検討されたとはいえない。例えば、4年制保育士課程の創設や保育士試験の在

り方、保育士のキャリアアシプ等についての論議は不十分であり、残された課

題も多い。

保育の制度改革の議論においては、保育をめぐる社会的状況、保育士のおか

れた現状を踏まえ、その専門性、質の向上のための方策が課題の一つとされて

いるところである。したがつて、保育士養成に係る諸課題については、この議

論を踏まえつつ、本中間まとめを発展させる形で、引き続き、1幅広く検討を行

う必要があると考える6
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(月 lJ浄氏1)

保育士養成課程の改正案

現
｀

行 改 正 案
系 列 教  千十  日 litt置 単位敗 震修11位 数 系 列 教  科  日 1llillit位 数 展修単位徴

教

養

科

日

外国語 (演習)

‖1了,(1‖ j洸
)

体育 (実技)

その他

2以上

1

1

6以上

1

1

外鷹1語 (演習)

ltl=7F(∴″,比 )

体イド(実技)

その他

2以上

1

■

6以上

1

1

散 贅 科 日   計 10以上 8"ス 」
=

教 贅 千十日   計 10以」ニ 8以上

0必

科

保育の本質

。日由りの,11解

に関する科

|ヨ

側二会福lL(計畿 )

社会掘わL援助技術 (演習)

児1:福 IL(1“ :社 )

保育ljit理 (3‖義 )

養1雙 湯t理 (品‖:徒 )

半セγFlli〔J12(F″義 )

2

4

2

i:11・ :

２

２

２

１

２

２

ii1 1・ ::

保イドの本質

。日由りに1川
―
J‐

るIキ lヨ

衛:子,″|(lll!(1騰 義)

級イド腸1,」!(1‖ 畿)

児童家庭掘祉 (紺能)

社会福れL(譜催)

111談 援助 (″〔習)

‖:会的養讚 (11掟 )

保イド者倫 (1‖批)

2

2

1

:2

1113

２

２

２

２

１

２

２

３

nt育 の対

“

:

のJlllカ ィにly.l

・J~る 11‖

ジじ建心り]:学 (11代 )

教育心,1世 学 (1汁 織)

小児ntltl(二‖批・ iだ 習)

小児栄養 師〔半T)

lllr神保llll(甜泄)

家族根1カ 愉 (1‖ 飛)

5

2

1卜 15

2

5

2

1卜 15

|力 tイドの対彙

の理晰rtr開

・
J‐ る11日

fカキ予ドの1し Jヽ]!学 :(31:代 )

11イドの心理‖学‖ (演習)

子どt)の 1カキlt1 1(11掟 )

子どもの働t拠 ‖ (演習)

子どもの食と栄美 (演 習)

軍庭支援陥 (1計洸)

2

1

ri

l

12

2

諭l・ 12 FI・ 12

保育の内容

・方法の理解

1[1闘
―
l‐ る11

1ヨ

保育内容 (演習)

,L児保育 (演習)

障害児保子F(演習)

養腋内容 (rlil習 )

6

l

1

膚|・ 10

fi

:

:

計 10

保千Fの1'1容

・方法にly.|す

る利日

ィltri鰍 籠輸 (3綺義)

nt育ノ1容総胎 (演 習)

1カtrF内容演習 (演習)

=L児
保了,(演習)

障がい颯保育 (rlil習 )

社会的美:“ lJ・l容 (演習)

保rill]談 支援 (演習)

2

1

5

2

2

】

1

11・ 1・ I

:

5

l

1

劇 】.1

基It技能 基I雄技能 (演習) 保前の

表現技術

保育表現技術 (演習)

保育実習 保育実i・.n(実習) 5 保育実習 保育実習 :(突習)

保育実習指導 I(演習)

4

2

4

総合演習 総合演習 (演習) 総合演習 保育実践演習 (演習) 2 2

必 修 科 日   il 50 50 必 修 科 日   計

選

択

必

修

科

日

保育に開する科ロ

(上記の系列より科日rt定 )

17以上 8以上 保育に関する科日

(上記の系列より利.目
H贅 定)

1 5じ几」こ 6以上

保育実習Ⅱ又はIII(実習) 保育実習コ又はm(実 i・.n)

保育実習指導E又は11(演習)

２

　

　

１

選択Z、修科日    計 19以上 10以上 選択必修科日    計 18以上 9以上

79以上 68以 上 合 79以上 68以上
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(男U紙 2)

教科目の教授内容の改正案

【保育の本質・目的に関する科目】
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【保育の本質。目的に関する科目】

く科目名>
教育原理 (計義・ 2単位)

く日標>
1,教育の意義、目的及び児童福祉等とのかかわりにっぃて理解する。
2.教育の思想と歴史的変遷について学び、教育に関する基礎的な理論について理解する.

3.教育の1:J度について理解する。              (
4.教育実践のさまざまな取り組みについて理解する
5.生涯学習社会における教育の現状と課題について理解する。

く内容>
1.教育の意義、目的及び児童福祉等との関連性

(.1)教育の意義

(2)教育の目的

(3)教育と児童福ねたの関連性

(4)人間形成と家庭・地域・社会等との関連1生

2.教育の思想と歴史的変辺

(1)諸外国の教育思想と歴史

(2)日本の教育思想と歴史

(3)児童Frllと 教育観の発鵬

3.教育の制度 _

(1)教育制度の基礎

(2)教育法規・教育行政の基礎
´
(3)諸外国の教育制度

4.教育の実践              ‐

(1)教育実践の基礎理論―内容、方法、計画と言蘭面一

(2)教育実践の多様な取り組み

51生涯学習社会における教育の現状と課題   .
(1)生涯学習社会と教育

(2)現代の教育課題
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【保育の本質・目的に関する科目】

<科目名>
児童家庭福祉 (;体義・2璃D

<目標>
1。 現代社会における児童家庭福祉の意義と歴史的変運について理解する。

2.児童家庭福れたと保育との関連性及硼 童のノu能につぃて理解する。

3.児童家庭福祉の制度や実施体系等について理解する。

4,児J[家庭福祉の現状と言力t題について■勁rする。    ,
5。 児童家庭福ね上の動向と展望について理解する.

<内容>
1.現代社会における児童家庭lilliね Lの意北と歴史的変避

(1)児童家庭福祉の理念と概念        .
(2)児F證家庭福れたの歴史的変運

・ (3)現代社会と児11家庭福祉

2.児童家庭福れLと保育

(1)児J[家庭福祉の 彰ンチとしての保育
・
(2)児11の人権|メ1護 と児r置家庭福れL

、3.児童家庭IIeliねたの制度と実施体系

(1)児 1に家庭福ねLの制度と法体系

(2)児童家庭福制

“

子‖J政と実施機関

(3)り己童福ネ!腕設等

(4)児11家庭福れたのtlr‐ P〕敵。実施煮

4. 児1置家庭福l・」|ノ)1鼎1大 と1カJ題

(1)少子化と子育て支援サービス

(2)母子保健と児Jこの健全育′戊            |
(3)多様な保育ニーズヘの対応

(4)夕lJ珈虐待[JJ‐」L・ ドメスティックバイオレンス

(5)社会的養i隻

(6)障がぃのある児土への月りふ

(7)少年非行等今の対応

5.児Jl家庭編祉の動向と展望

(1)次世代育成支援と児童家庭福ね上の16■

(2)保育・教育 `療育・保健・医療等との連携とネットワーク

(3)諸外国の動向
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【保育の本質。目的に関する科目】
<科日名>
社会福祉 (講義・2単位)

1:現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷について理解する。
2.社会福祉と児童福祉及び児童の人権や家庭支援とめMに ついて理解する。
3.社会福祉の制度や実施体系等について理解する.  1
4.社会福和‖こおける相談援助や利用者の保護にかかわる仕組みについて理解する。
5,社会福祉の動向と課題について理解する。

<内容>
1.現代社会における社会福祉の意義と歴史的変選

(1)社会福ねLの理念と概念         I
(2)社会福祉の歴史的変運

2.社会福祉と児並家庭福祉                      _
(1)社会福祉の一分野としての児童家庭福祉

(2)児1置の人権期離 と社会福ねL

(3)家庭支援と社会福祉

3.社会福祉の制度と実施体系  ;
(1)社会福祉の制度と法体系

(2)社会福祉行財政と実施機関

(3)社会福祉施設等            ｀

(4)社会福祉の専門職 。実施者               ‐

(5)社会保障及び関連制度の概要

4.社会福祉における相談援助

(1)相談援助の意義と原則

(2)相談援助の方法と技術

5。 社会福祉における利用者の保護1子かかわる仕組み          ,
(1)情報提供と第二者評価               `

,(2)利用者の権利擁護と苦侑勁子決

6.社会福祉のJJ」向と課題

(1)少子高齢化社会への対応       |             |
(2)在宅福祉・地域福祉の推進

(3)保育・教育・療育・保健・医療等との連携とネットヮニク

(4)諸外国の動向
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【保育の本質。目的lこ関する科目】

<科目名 >
相談援助 (演習・ ■単位),

<目標>
1.相談援助の概要について理解する。

2.相談援助の方法 と技a熙こついて理解する。

3.相談援助の具クi的展開について理解する。

4.保育におけるソーシャルワークの応用と可T例分析を通して対象べの理解を深める:

<内容  ゝ  ′

1.相談援助の概要        ′

(1)相談援助の理論

(2)相談援助の意幾

(3)相談柳力の機能

(4)イ1]談援助とソ‐シャルワーク

(5)保育とソーシャルワーク

2.利 1談1妥助の方法と技術

(1)111談接l1/」の対象

1 (2)相 1畑援助σ)過程

(3)11]談援助の技af・ アプローチ

3.111談援助の具体的展Ⅲl

(1)計画・記録・評1晰

(2)関係機関との協仙t

 ヽ(3)多様な専μ]職 とのi上うち    ‐

(4)社会資源の活川]、 調惟、111発

4. 11「 477illう )lli                            `
(1)〃ヨ待の予1方 と対応等の可r例分析′

(2)障がいのよ)る子どもとその保1隻者への支援等の11「例分1斤

(3)口 ■ルプ1/イ 、フィール ドワーク等によるIII例分析
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【保育の本質。目的に関する科目】
′

<科目名>
社会的養護 (講義・ 2単位)

く目標>              i
l.現代社会における社会的養誰の意義と歴史的変理にっいて理解する.

2.社会,旬養護と児逝福祉の関連性及び児血の権利l擁護について理解する。
3.社会的養護の制度や実施体系等について理解する。

4,社会的養誰における児■の人権擁護及び自立支1及等について理解する。
5,社会的養iilの現状と課題にういて理解するb

く内容>
1.現代社会における社会的養護の意義と歴史的変避   、

(1)社会的養設の理|!念 と概念

(2).社会的養itliの歴史的変i墾

2.村会的養護と児童家庭福祉

. (1)児 並家庭福祉の一分野としての利会的養護         、

(2)児童の懸 ll麟融 とJ会的養護

3=社1絵的養護の制度と実施体系    :
(1)社会的養護の制度と法体系

(2)社会的艇護の僣鮒lみ と実施体系

(3)家庭的養護と施設養護

(4)社会的養護の専Pワ‖t・ 実施者

4.施設養護の実際

(1)施設養護の基本原理    .
(2)施設養護の実際一日常生活支援、治療的支援、自己実現・伯立支援等一

(3)曲 護とソーシャルワニク

5.社会的養護の現状と課題  、

(1)施設等の運営管理

(2)倫理の碓立                  .
(3)被措rtr嚇等の虐待防止  

｀
:

(4)社会的養護と地域海おL
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【保育の本質・目的に関する科自】

<科目名>
保育者論 (:‖北・ 21ヽ鶴

<日標>
1.保育者の役『」と倫理について理解する。

2.保育士の制度的な位置づけを理解する。

3.保育士の専「1燿1について考察し、珊勁7する。

4.保育者の協働について理駒欄
―る。

5.保育者の専門
'般

的成長について理解する。

<内容>
1.保育者のイ鮨:Jと 倫理

(1)得 liJ

(2)倫理

2.保育士の鮨」度山釘立肥づけ

(1)資 1各

(2)要件
. (3)責務

3.保育11の専|‖ l性  ‐

(1)健護と教育

(2)保育 1lυ)資質・能ノ〕

(3)知前い 技術及び卜1り i

(4)保育の省察

(5)保育1果程に、にる保育の展り‖と自己評価

4.保育者の協働

(1)保育とイ脚健者支援にかかわる協働

(2)IV門‖‖‖1及υtttPり機関との連ljち

(3)保 i鮨者及び地域社会との協仙

(4)家庭的保育者等との連〃ち

5.保育者の〕鋼‖
]‖uり成長  ‐

(1)感 |‖11:Lの発達

(2)生泄:発達とキャリア形成
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【保育の対象の理解に関する科目】     ′

<利・目名>
保育の心理学 1(識義・2期D

く日標>
1.保育実践にかかわる心理学の知識を習得する。

2.子どもの発達にかかわる心理学の基礎を習得し、子どもべの理解を深める。
3.子どもが人との相互的かかわりを通して発達していくことを具体的に理解する。        1
4,生涯発達の観点から発達のプロセスや朝lVl経験の重要性について理解し、保育との関連を考察する。

<内容>
1.保育と心理学 ,

(1)子 どもの発達を』助

“

~る
ことの意義

(2)保育実践の評価と,L理学

(3)発達観、子ども観と保育観         .
2.子 どもの発達理解  ‐
‐ (1)子 どもの発達と環境

(2)感情の発達と自我

(3)身体的機能と運JJJ機能の発達

(4)知党と認珈の発達

(5)言葉の発達と社会性

3.人との11■舶勺かかわりと子どもの発達     l
(1),基本的信頼感の獲得

(2)イ曲者とのかかわり

(3)制 1会的相互作用

4.生涯発達と初期経験の重要性

(1)生涯発達と発達援助

(2)胎児期及び新生児期の発達   .:
(3)乳幼児期の発達

(4)学童期から青年期の発達

(5)成人期、老年期の発達
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【保育の対象の理解に関する科目】

<科自名>
保市の心理学Ⅱ (演習・ 1単ω

<目標>
1.子どもの心身のJL達と保育実践について理解を深める。
2.生活と遊びを通して学ぶ子どもの経験や学習の過程を理解する。
3.保育における発達援助について学札

<内容>
1.子どものうし達と保育実践

(1)1こ ども増勁rに Jづける発達の|四屋

(2)1‖人差や発達過程に応じた保育

(3)身‖弩惑覚を‖生う多様な経験と環境との相Ii“りΠ

(4)環境としての保育者と子どもの発達  :
(5)ヽ子どもイ1]互のかかわりと関係作り

(6)自 己主張と自己統制       ｀

(7)子 ども集口]と 保育の環境

2.生活やi笙びをi■iした学(り
(の過程

(1)子 どもの生活と学び

(2)子 どもの遊びと学び
'

(3)Jl涯に

'つ

プこるJ三きるソフυ)り:LI地 を1音 う

3.保育における発達援l力

(1)基本的生活習慣の獲得と発幽 ゝ

(2)自 己の主体1■の形成と発達援助

(3)γ蚤達の課題に応じた援j力やかかわり

(4)発達′■齢州■と就学への支援

(5)イ吝連援lJJJに おける協lllli

(6,現イt社会における子どもの発i士 と保育ク)il」画
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【保育の対象の理解に関する科目】

く科目名>
子どもの保健 I

く目標>               ｀

1・ 子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を理解する。
2.子どもの身体発育や生理機能及び運動機能並びに1書1機能の発達
3.子 どもの疾病とその予防法及び適切な対応について理解する。
4.子どもの精神保健とその1腿等について理解する。
5.保育における環境及び術生管理

'ク

びに安全管理Jこついて理解する
6.施設等におiする子どもの心身の健康及び安全の実施体‖:1について

<内容>
1.子 どもの健康と保健の意義

(1)生命の保持と情緒の安定に係る保健活動の意義と目白|

(2)健康の概念と健康1制票

(3)地域における保他活動と児童虐観防止

2.子どもの発育・発達と保健

(1)生物としてのヒトの成り立ち

(2)身体発育と保健

(3)生理機能の発達とlMPrl_t

(4)運動機能の発達と保健            ′

(5)11坤卜機能の発達とイ尉建

3.子 どもの疾病と保育

(1)子 どもの健康状態の把握と主な疾病の特徴

(2)子 どもの疾病の予llJJ~と 適切な対応

4.子どもの精卿]保健

(1)子 どもの生活環境と右いや保健

(2)子 どもの心の健康とその課題  
´

5.環境及び衛生管理並びに安全管理  '
(1)保育環境整備と保健

(2)保育現場における衛生管理

(3)保育現場における事故防止及び安全対策並びに危機管理

6。 健康及び安全の実施体制

(1)珊 t員間の連携と組織的取組

(2)母子保健対策と保育              ′

(3)家庭・専門機関・地域との連携

(講義 。4単位)

rの健康増進を図る保健活動の意義を理解する。

'発
育や生理機能及び運動機能並びに1書1機能の発達と保健について理解する。

5と その予防法及び適切な対応について理解する。
「保健とその1腿等について理解する。           、

,環境及び術生管理
'ク

びに安全管理Jこついて理解する。
卜る子どもの心身の健康及び安全の実施体制について理解する。

モと保健の意義                     ヽ

司寺と情緒の安定に係る保健活動の意義と目白|

艦素と側断艇掛割票

〕ける保他活動と児童虐観防止

F・ 発達と保健

′てのヒトの成り立ち                          ｀

Fと 保健

:の発達とlMPrl_t

:の発達と保健           ′

2の発達とイ尉建                                  ′

:と 保育

)健康状態の把握と主な疾病の特徴
)疾病の予llJJ~と 適切な対応

'保

健

)生活環境と右いや保健

)心の健康とその課題  
´                       .

二管理並びに安全管理  '
釧釧市と保健

‖こおける衛生管理

議こおける事故防止及び安全対策並びに危機管理

:の実施体制

)連携と組織的取組

封策と保育              ′

FP]機関・地域との連携

731-



【保育の対象の理解に関する科目】

く科目名>
子どもの保健Ⅱ (がで習・■単位)

<目標>
1.子 どもの健康及び安全に係る保健制 の計画及U端平価について学凡

2.子どもの健康l憎進及び心身の発育 。発達を促す保健活動やりt境を考える。

3.子どもの疾病とその予防及U樋切な対応について具体的にい 。

4.故急時の対応や lr故防止、安全管理について具体的に学ハ       |
5.現代社会における心の健康問題や胆成保健活動等について理解する。

<内容>
1.保健活動の計画及0帝印『

(1)保健計画の作成と活用´

(2)保健活動の記録と自己評価

(3)子 どもの保健に係る個別対応と子ども集団全体の健康と安全,術生ヤTJll

2.子 どもの保健と環境

(1)保健における養i雙 と教育の ‐‖理|:

(2)子どもの健康増進と保育の環境

(3)子 どもの生活習‖1と心身の健‖〔

(4)子 どもの発達援助と保健石恥助          |
3.子 どもの疾病と,直切な丼l応

(1)体調不lミや傷害が発生した場合の対応

(2)感染症の「丁'防 と対策

(3)個 rJll由句な峨 を必要とづ
‐
る子どもへの外ル林 0せ|」 :疾患、アレルギ‐刊41疾患等)

(4)乳児全のi山切な対りふ

(5)障がいのある子どもへのi山明な対ナぶ

4.‐りl故防止及び健康安全11理

(1)11丁 ilJtl方 111及囃 喘モ安全午ヤ理に関づ^る細硼t的1琳n

(2)救急処慨及UЧ女急蘇J琺の習得

(3)保育における看護と応急処rll

(4)災害への備えと危機1奢理

5,心 とからだの健康問題と地域保健活動

(1)子 どもの養育環境と心の健劇謝1〕題

(2)心とからだの健康づくりと地域保健活動
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【保育の対象の理解に関する科日】

<科目名>
子どもの食と栄養 (演習・ 2単位)

く日1票 >
1.イ曲11な生活あ基本としての食生活の意義や栄養に関する基本的知識を学札
2.子どもの発育・発達と食生活の関連について理解を深める。
3.食育の基本とその内容及び食育のための環境を地域社会。文化このかかわりの中で理解する:

4.家庭や児童福祉施設における食生活の現状と課題について学ぶ。           .
5.特別な雌 、を要する子どもの食と栄養について理解する。

<内容>
1.子どもの健康と食生活の意義
｀

(1)子 どもの心身の健康と食生活

(2)子どもの食生活の現状と課題    `
2.栄養に関する基本的知耐t

(1)栄養の基本的概念と栄養素の種類と機能

(2)食可摯輌嗜L4菫 と献立佃戎・調理の基本
3.子 どもの発育 。発達と食生活

(1)乳児期の授乳 :問l乳の意義と食生活

(2)幼児ltlの心身の発達と食生活

(3)学童jJlの心身の発i圭 と食生活

(4)生涯発達と食生活

4.食 73-‐の基本と内容

(1)食育における養itlと 教育の一体性

(2)食育の内容と計画及び評価

(3)食育のための環境

(4)地域の関係機関K・職員間の連携

(5)食生活指導及び食を通した保護者への支援
5。 家庭や児童福祉施設における食事と栄養

(1)家庭における食事と栄養

(2)児童福ねl施設における食事と栄養

6.特別な配慮を要する子どもの食と栄養

(1)疾病及び体調不良の子どもへの対応

(2)食物アL/ルギーのある子どもへの対応

(3)障がいのある子どもへの対応

-33-



【保育の対象の理解に関する科目】

<科目名>
家庭支援論 (i‖札・ 2単ω

<目標>
1.家庭の意義とその1渕週こついて理解する。

2.子育て家庭を取り巻く社会的状況等について理助7する。

3.子育て家庭の支援体制について理解する。

4.子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開]と 関剛 ‖との連り鵠こついて理解する。

<内容>
1.家庭支援の意義と褐則

(1)家庭の意義と機能

(2)家庭支援の必要性     '
(3)保育士等が行う家庭支援の原理!

2.家庭生活を取り巻く社会的1大況

(1)現代の家庭における人|‖l関係

(2)地域祖1会の変容と家庭支援

(3)男女共同参画社会とワークライフバランス   :
3.子育て家庭の支援‖釧J          、

(1)子育て電J起の福れ上を図るためのネ1会資源

(2)子育て支援施策。次陛代育成支1動恒策の11[進

4.多様な支1愛の展け‖と関係機|』 との連Jj`

(1)子育て支援サービスの概要

(2)保育所人所児Jlの家庭への支援

. (3)地 域の子育そ家庭べの支援 :

(4)要保護児Jl及びその家庭に対する支援

(5)子育て支1援における関係機関とのi止携

(6)千育て支援サニビスの1,t題

,
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【保育の内容・方法に関する科自】

<科目名>                      ,     「
~~~~~~~― ―――――――――マー……

保育朋:程論 (識義・ 2単位)

<日標>           
｀

1.保育内容の充実と質の向上に資する保育の言+面と評価について理解する.

2.保育課程の編成と指導計画の作成にういて具体的に理解する。
3.計画、実践、省察・評価、改善の過程についてその全体構造を動態的にとらえ、理解する。

1.保育の計画と評佃iの基本            ‐

(1)カ リキユラムの基礎理論

(.2.)保育所における保育の計画と評価の意義

(3)保育所以外の児童福初茄設における計画と評価の意義                       _
(4)計画、実践、省察・評411i、 改善の過程の循環による保育の質の向上           .     '

2.保育所における保育の計画

(1)保育所保育i静十と幼稚|コ教育要領

(2)保育訓:程と指導計画     ,
(3)保育課程の編成

(4)1指導言1・画 (長期的 ご短期的)め

“

]裁と

“

ョ戎上の留意llT・項              
‐

3.保育の訓・画の作成と展llll

(1)保育課程の編成と展開                      .
(2)1指導計画の実際の作成と展llll

4.保育所における保育の評価                                      '
(1)保育の省察及び記録

(2)保育
‐■―及び保育所の自己評価    .                              ´

(3)保育の計画の再編成     .
(4)生活と発達の連続性を踏まえた保育所児童保育要録                  t
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【保育の内容・方法に関する科目】

<科目名>
保育内容総論 (び〔習 。1単イD

<科 目名 >

保育内容総論 (び〔習 。1単イD
<目標> :
1`保育所保育指夕れこおける「保育の目標」、「子どもの発達」、「保育の内容」を関連付けて保育内容を理解するとともに、

保育指針の各章のつながりを言売み取り、保育の全召珀勺なオli生を理解する。

2.保育内容の歴史的変避について学よ 1暴育内容について理解する。

3.子 どもや子ども集団の発i圭の特性やyこ達過程を踏まえ、な,察や inL録の

“

L卓を習得し、保育内
↑

と子ども理解とのかか
わりについてキふD

4.子どもの生活全体を通して、養i隻 (生命の保持、情締の安定)と教育 (ヤリ1〔
。人間関係・りlt境 。言葉 。大JJ7L)力 一`体

的に展開することを具体的な保育実践につなげて犀l解する。

5.1■育の多様な展り‖について具体的に学筑

1.保育の基本と保育内容

(1)保育所保育1・旨夕11こ基づぐ保育の基本及o保育内容の理解

(2)保育の全材寸出造と保育内容

2.保育内容σガ歴史的変選

3.保育内容と子ど1)理解

(1)子 どもの発達の特性と保育内容

(2)1日 と集|・
llυ )Jこ達と保育内容

(3)Йt育における●l察

(4)街:育における記11      ,
4.保育の基本を‖

`∫

i上 えた保育内容の展り‖

(1)養 i鮨 と教育が ‐体的に展llllする保育

(2)環境をi山 して行う保育
‐
   _

′ (3)遊 ひヽ こよる総合的な保育

(4)′ L活や発達の連細」Jこ考慮した保育

(5)家庭、.地域、小学校との連携を踏:に えた保育

5,′ 保育の多様な展り‖              |
(1)fLツ己衛tイド

(2),1時‖1の保育                                             |
(3)11別 1な支1■をに、要とする「 ど()の角t育

(4)多文化Jt生の保育
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【保育の内容・方法に関する科日1

<科目名>
保育内容演習 (演習・ 5単位)保育内容演習 (演習・ 5単位)

<目標>
■.養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保育を展開していくための知識、技術、判

断力を習得する。

2.子どもの発達を 敗馴こ。人間lll係・環境。言葉。表現」の5領域の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容
について具体的に学凡

一

以下のlil点から、総合的に保育内容を理解する。
11子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助やかかわりである「養護」

①子どもの生理的欲求を満たし、子どもが健康、安全、かつ快適にi凸 ごすための生活援助
②子どもを受容し、子どもが安心感と安定感をもって過ごすための援助やかかわり

2.子どもがfFl_rR・力,こ成長し、その活動がより豊力1こ展開されるための発達の援助である「教育 (健康t人間関係、環境、
言葉及び表現の5俳醐加
①健康な̀い と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出づブ〕を養う「健康」の領域。
②他の人々 と親しみ、支え合つて生活するために、自立心を育て、人とかかわる力を養う「人間関係」の領塊
③司囲の様々 な環境に好奇心や探究′いを1寺ってか力,っ り、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う「勒
の御九        ・   

｀

④経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の言詞
~言

葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言
葉に対J~る感覚や言葉で表現する力を養う「言葉」の餓

⑤感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにす
る「表現」の側九

<目標>
■.養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保育を展開していくための知識、技術、判
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【保育の内容・方法に関する科目】

<科目名>
乳児イ暴了j(演習 。2110

<ロイ票>
1.IL児保育の理念と歴史的変選及び化与1等について学規

2.保育所、手り己院等における手L児保育の現状とil懸について理解する。

3.3歳未満児の発育 ,発達について学び、健やかな成長を支える3歳未満児の生活と遊びについて理解する。
4.乳児保育の計画を作成し、保育の内容や方法、環堀 的北や観察・記録等について学∴
5.乳児保育における保護者や関係機関との連携について学ぶ。

く内容>
1:子 L児保育の理念と役割        .

(1)呼L児保育の理念と歴史的変避

(2)乳夕己イ果育の名ふ摯∫と|;性育ヒ

2.乳児保育の現状と1":題

(1)保育所における予Lり
y呆育

(2)乳児院における手L児保育              ア

(3)家庭的保育等における手L児保育

(4)辛L児や家庭を1収 り巻く環境と1七育て支援υ)場

3.3歳未満 lpl・tの 発達とЙt育内容

(l)矛 Lりこイ呆育|,113け る
'ル

4軸勺41矢 11甜t・ 1支術に九ヽ′づく1濃リカベ1期オつり

(2)6か月未満児の発達と保育内容′

(3)6かり]から1歳 3か月未満児の発達と保市内容

(4)1歳 3かノ]から2歳米キ|,坦のJ首達と保育内容

(5)2歳児の発達と保育内容  ・

4.乳児保育の実際

(1)保育訓!程に基づく1指導:「 lllliのイ41成と紹l察・記録及び自己評価

(2)1硼 々の発達を促す生活と遊びの環境

(3)1ltrt間の協仙

5`千L児保育における連携

(1)保護者とのパー トナーシップ

(2)保健・医療機関、熱起的保育、地域子育て支援等との連Jチt

‐38-



【保育の内容・方法に関する科目】
<科目名>     1
障がい児保育 (演習 。2単位)

<日標>
1.障がい児保育を支える理唸や歴史的変選について学び、障がい児及びその保育について卿 円

~る
。  _

2.様々な1畔がいについて理解し、子どもの理解や援JJJの方法、_環境構成等について学ぶ。
3.障がいのある子どもめ保育の計画を

“

刊成し、個別支援及び他の子どもとのかかゎりのなかで育ち合う保育実践につい
て理解を深める。

4.障がいのある子どもの保護者への支援や関係槻調との連携にういて」駒7する。
5。 障がいのある子どもの保育にかかわる保健・医療・福祉・教育等の現状と課題にっぃて理解する:

く内容>
1.障がい児保育を支える理念            .

(1)「障がい」の概念と障がい児保育の歴史的変選

(2)障がい児保育の基本

2.障がいの理解と保育における発達の援助

|(1)肢体不自由児、視覚。聴覚障がい児等の理解と援助
(2)力1的障がい児の理解と援助
(3)発達障がい月の理解 と援助① (A圏 lD―注意欠lllFg多動性障害、日)一学習障害等).(4)発

達障がい児の理勁子と援助② ODDD― 広りJ」統達障害等)

3.1障がい児保育の実際

(1)保育課程に基づく指導計画の相裁と記録及び椰価

(2)個々の発達を促す生活や遊びの環境         ′  .
(3)子ども同士のかかわりと育ち合い

(4)職員間の協働
｀

4・ 家庭及び関イ系機関との連携     .               、

(1)保護者や家族に対する理解と支援

(2)地域の専門機|・l等 との連携及び個別の支援言1‐画の作成
(3)小学校等との連携    

｀

5。 障がいのある子どもの保育になかわる現状と課題   ‐          |
(1)イ剰随。医療における現状と課題

(2)福祉・教育における現状と課題

(3)支援の場の広がりとつながり              ‐
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【保育の内容・方法に関する科目】

<科目名>

理について具体的に学凡

1 3.個々の児童に応 じた支援計画を作成し、日常生活の支1妥、治療的支援、自立支援等の内容について具体的に学札
1 4.社会的養ilにかかわるソーシャルワークの方法と技術■こついて理解する。

5.社会的養護をi通 して、家庭支援、児11家庭福ね上、地域福ねJこついて理解や認識を深める。

<内容>
,1.社 会的jti隻おける児Jたの権利|メ[ilと保育士等の倫理及びメモ務

(1)児童の権利擁i隻

(2)保育士等の倫馴吸 Utiで務

2.社会的養誰の実施体系

(1)施設養護の1キ|」扱び実際

(2)」郵酬刊度の1寺性及び実際

A.支1濃の計jlと 内蓉及U。1:例分析

(1)佃〃l支援計画のイ4]茂

(2)日 常生活:支援に|りJづ
‐
るJ「例分イリ「

(3)治療的支援に|‖するJ「例

`bl・

li

(4)自 立支援に関するll「例分イリテ     ・

(5)記録及び自己評1晰

4.なL会的推護にかかわる専|‖ ]的J支御f

(1)保育士の専PI性にかかわる知1甜t・ 1支術とその応り1]

(2)ソーシャルワークにかかわる女耐t・ l支術とその応り1]

5.今後の1,」題と展望

(1)施設のフトル計英化とШ成とσ)かか1つ り

(2)日二会山勺養11の 1lU題 と展望‐
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【保育の内容・方法に関する科目】

<科 目名>
保育相談支援 (演習 。1単位)

く日標>
1.保育相談支援の意義と原則について理解する。
2.保護者支援の基本を理解する。

3.保育相談支援の実際を学び、内容や方法を理解するし
4.保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解する。

く内容>
1.保育相談支援の意義

(1)保護者に対づ
い
る保育相談支援の意義

(2)保育の特性と保育士の専門性を生かした支援
2.保育相談支援の基本

(1)子 どもの最善の利益と福祉の重視        
′

(2)子 どもの1成長の喜びの共有

(3)保護者の養育力の向上に資する支援         ` 
｀

(4)信頼関係を基本とした受容山つかかわり、自己決定、秘密保持の:尊重
(5)地域の資源の活用と関係機関等との連携 。協力

3.保育相談支援の実際

(1)保育に関する保護者に対する指導
1

(2)保護者支援め内容             '      .
(3)保護者支援の方法と技術

(4)保護者支援の言1・四、記録、評佃1、 カンシァレンス

4.児並福ねl施設における保育相談支援

(1)保育所における保育相談支援の実際

(2)保育所における特別な対応を要する家庭への支援

(3)児立養護施設等要保護児童の家庭に対する支援         ヽ

(4)障がい児施設、母子生活支援施設等における保育相談支1濃
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【保育表現技術】

<科目名>
保育表現技術 (演習 。4単位)

<目標 >
1:保育の内容を理解し、子どもの遊びを豊力ヽこ展開するために必要な知詰セや技術を習得する。
2.身体表現、音楽表現、造形表現、言語表現等の表現活動に関する知識や技術を習得する。
3.表現活動に係る教材等の活用及び作成と、保育のり躙 lli成及び具体的展開のための技術を習得する。

<内容>
1.身体表現に関する如1識や技術

(1)子どものラL達と運動機能や身体表現に関する力1甜セと技術

(2)兄立てやごっこ遊Uヽ 劇遊び、運動遊び等にみる子どもの経験と保育の環境

(3)子 どもの経験や様 々な表現活動と身体表現とを結びつけるi雄びの展り‖
2.音楽表現に関する知識や技術                        、 、

(1)子どもの発達と音楽表現に1用する如J甜セと技術

(2)身近な自然や 1)のの音や音色、人の声や音楽等におlしむ経験と保育′)環境
| (3)「子どもの経験や様々な表現7活動と計楽表1児‐とを結びつける遊びの展開
3.造形表現に開する知1識や技術

(1)子 ど1)の発達と造形表現に1円する如

"散

と技術

(2)身近な自然やものの色や形、感角J:やイメージ年に親じむ経験 (ヒ 保育の戯駆L｀

(3)子 どもの経験や様 な々表現活動と造形表現とを結Uわける
'盤

びの展‖|

4.言言li表現等に関する力1甜tや技御f

(1)子 どもの発達と絵本、紹(芝炉:、 人形脚l、 ストーリーテリング等に関する矢n識 と技術f

(2)子 ども自らが児1置文化財等に親しむ経験と保育の環境

(3)子 ど1)の経験や様々な表明舌動と児童文化財等とを結びつける遊00)展‖l

5.教材等の活りl]及 Uヾ

“

可北と保育の展り‖

(1)様 .々 な遊具やリリ共、紫材や教材等の4引■のメl助年と活用及UЧ4三成

(2)1■ どもの遊0(や イメージを11カ こヽし、感性をオ鮨うための環境1構成と保
:育の展川1
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【保育実習】

<科目名>

1.保育所、児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。
2.観察や子どもとのかかわりを通して子どもへの理勁7を深める。                   _
3.既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護巻への支援について総合的に学凡
4.保育の計画、観察、記録及び自己評価等について具体的に理解する。
5.保育士の業務内容や嗽業倫理について具体的に学ぶ。  、

一

一

1.保育所の役割と機能

(1)保育所の生活と一日の流れ

(2)保育所保育1印十の理解と保育の展開
2.子ども理解

(1)子 どもの観察とその記録による理解
. (2)子 どもの発達過程の理解

(3)`子 どもへの援助やかかわり

3.保育内容・保育環境     .
(1)保育の計画に基づく保育内容・    、

(2)子どもの発達i凸程に応じた保育内容

(3)子 どもの生活や遊びと保育環境

(4)子どもの健康と安全

4.保育の計画、観漂、記録    :
(1)保育1果程と指導計画の理解と活用

(2)記録に基づく省察。自己評411G

5.専門職としての保育士の役割と職業倫理

(1)「 保育士の業務内容

(2)'肌員間の役割分1■や連携

(3)保育士の役割と刷喋倫理

<居住型児童福祉施設等及び障がい児通所施設等にぉける実習の内容>            |
1.施設の役割と機能                    ｀

(1)施設の生活と一日の流れ

(2)施設の役割と機能

2.子 ども,劉
『

(1)子どもの観察とその記録 ,

(2)個々の状態に応じた援助やかかわり

3.養護内容・生活環境

(1)計画に基づく活動や援助1             
´

(2)子どもの心身の状態に応じた対応

(3)子どもの活動と生活の環境

(4)健康管理、安全対策の理解

4.計画と記録                                 '
(1)支援計画の理解と活用

(2)記録に基づく省察。自己評価
5。 専門職としての保育士の役割と倫理

(1)保育士の業務内容                     ′
t(2)職

員間の役割分担や連携

(3)保育士の役割と
'llli業

倫理

保育実習I(実習・4単位:保育所寒習2単位・施設実習2単位)

<目標>
1.保育所、児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。
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【保育実習】

<科目名 >
保育実習指導 I(演習・ 2単位)休 百乗宙燿導 1 4ヽt百・ Z早性 ノ

<目標 >
1.保育実習の意Jt・ 目的を理解する。

2.実習の内容を理解 し、自らの課題を明確にする。     ´

3.実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等について理解する。

4.実習の計画、実践、観察、記録、評rllliの方法や内容について具体的に理解する。

5.実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、新たな課題や学習目標を明確にする。

<内容>  ■ ′

1.保育実習の意義

(1)実習の日山勺

(2)実習の概要           |
2.実習の内容と1丼t題の明確化

(1)実習の内容

(2)実習の1月t題   i
3.実習に際してのlヨ意11曜

:

(1)Fど もの人権とit善の利益の考慮

(2)プライバシーの保護と守秘掟務

(3)実習
`Lと

しての心1出え         _
4.実習の言}口1と 記録

(1)実習にJ3け る計画と実践

(2)実習における観察t記録及て馬:「価

5,事後1.旨導における実習の総括と1脚のり副:化                            ・

(1):た習の総括と自己「]知踊
｀

(2)1'ⅧのりJ確化
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【保育実践演習】

<利・目名>
保育実践演習 (演習・ 2単位)

<日 標>
1.保育に関する科目棋断的な学習能力を習得する。
2.保育に関する現代的課題についての現状分析、考察、検討を行う。 _

3.問題解決のための対応、判断方法等について学びを深める。
4.必修科目 (保育実践演習を除く。以下同晩 )及び選択動 日の履修状況を踏また、自らの学びを振り返り、保育

士として必要な如1識・技能を修得したことを確認する。    ,                   ・

くノ予容>
「保育実践演習」は、次の①又は②のいずれかを行うものとする。
①保育にかかわる課題の中から―以上のものに関する分析、考察、検討を行うとともに、その課題について:児童ゃ保護

者を援助するための技術、方法等について学修する。さらに、問題を発見し、その問題を解決する過程や解決内容に
ついて再検討する手法を取得する。

②必修科日及び選択必修科目の履修状況や保育実習を通しての学び等を踏まえ、保育士として必要な知甜t技能を修得した
ことを確認する。

I参考例】

①について

(1腿 )                                                                                                  .                                                                                 :

1.少子化への対応

2.虐待及びそれに伴う世代間連0黎こついて

3.長時間保育と子どもの発達について            ′ ′      ′        ｀

4.幼稚lLn・ 認定こども国。小学校との連

"ち

について        、

(方法)

1.テーやごとのディスカッション

2.研究発表         ヽ

②について                  ,                '
(必要な知識技能を修得したことを確認するための方法・内容)    

′

11イ ントロダクション。これまでめ学修の振り返りについてのi泄義 。グンレープ討論               '
2.保育士の意義や役割、搬務内容、児童に対する責任等についてのグループ討論。ロールプレイング
3.社会性、対人関係能力、児童理解等についてのグループ討論               !
4:保育内容等の指導力についての講義・グループ討論
5。 資質能力の確認、まとめ       ́                  ・
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【保育実習】
<科目名>
保育実習Ⅱ (実習・ 2単位 :保育所実習)

<目標>
｀1.保育所の役割や機能について具体的な実践を通して理解を深める。
2.子 どものFFl察や開わりの視点を明確にすることを通して保育の理解を深める。
3.既習の教科や保育実習 Iの経験をF沓まえ、子どもの保育及び保i隻者支1■について総合的に学凡
4.保育の計画、実践、観察、記録及び自己評価等について実際に取り組み、理解を深める。
5.保育士の業務内容R・l“畔倫理にづいて具体的な実践に結Uわけて理解する。
6.保育士としての自己のi"地を明rillイとする。

<内容  ゝ                         ~~~
1.保育所の役割や機能の具体的展Ⅲl

(1)養護と教育が一体となって行われるイ暴育        .     ‐

(2)保育所の社会的篠 FJと 責任

2.観察に基づく保部 ]勁ギ

(1)子 どもの心身の1た態や活動の

“

l察

(2)保育士等の動きや実成の得l察   
｀

(3)保育所の生活の流11′や展‖|のIШ屋

3.1'ど ものイカtri及 7J可呆誰青・家庭へのと支11屁 と地1伐 ul会等とυ)ilLllち

(1)環境を11し て行う保育、4Lilや遊びをililヒ′て総合的に行う|力t育√り|1駒ィ

(2)人所 tン ていろFど もの保i隻者支1民及01也力tの子育て`:`庭
′、υ)支 1晨

(3)地域‖1会 との連携

4.指導計lllliの

“

]戊、実践、観察、記録、i平価

(1)Й tttiЛt程に基づく指導計画の作成 。実践・省察・評佃iと 保 r)の過程υ)川勁r

(2)“封成した1指導計画iに Jlζづく保育実践と評価

5: 保育士の業務と‖t業倫理!

(1)多様な保育の展‖|と保育士の業務  |
(2)多様な保育υ)展倒1と 保育 Lの‖t業倫J■

6.自 己の11」題の|り」確化
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【保育実習】

O夫巧習・2 iill立 :

1.

21

3.

4.

家庭支援のため
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【保育実習】

<科目名 >
保育実習指導Ⅱ又は皿 (演習・ 1ヨt位 )

<自標>・

1,保育実習の意芽壺と目的を理解し、保育について総合的に就   |
2.実習や既習の教科あ内容やその関連性を,沓まえ、保育実践力を培う。

3.保育の雀見察、記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について実〕メ■li例 を通して学ぶ。
4.保育士の専門性と璃喋倫理について理解する。

5,実習の事後J旨導を通して、実習の総括と自己副価を行い、保育に対するittt題や認詰tを明確にする。

<内容>
1.保育実習による総合的な学び

(1)子 どものメ識善の利益を考慮した保育の具体的理解

(2)子 どもの保育と保鮮 支援

2.保育実践力の育成

(1)子どもの1大態に応じた適卵なかかわり

(2)保育の表現技術を生かした保育実践

3.計画と観察、記録、11己評価i

(1)保育の全体言H[『に基づく具体的な計lllliと 実践 :

・
(2)保台の観察t記録、自己評lLにり:Lづく保育の改善

`1.千層育士の専|■1ヤたと‖t業倫理
.5.111後

指導における実習の総括と評価      
‐

(1)実習の総括と自己言商画

(2)11則のり]“:化
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傷lJ紙 3)
保育±試験出題範囲の改正案

保育士試験出題命L囲

保育原理

第 1 出題の基本方針

保育の意拳及び保育の内容や方法について体系的にJ!解 しているかを問うこと
を基本とする。                    、

問題選択に当たっては、働t育所保育指針の内容や児童の保育と保護者支援を1世

ラ保育上の役害1と 責務について、また、保育相談‡援や地l或子育て支援等
｀
を含む

保育の制1会的意義など、レt育 をi巡 る現代的言,t題 に関しても配慮が必要である。
第 2 日1題範囲1

1 保育の意1曳                      ・

(1)保育のり:1念 と概念                       、

(2)坦童の最善の利益を考慮した保育

(3)保護者との協働

(4)保 育のたL会的意義

(5)保育所保育と家庭的保育            1
(6)保育所保育指タトの11度的位置づけ
2 保育所保育指1:にぉける保育の九基本

(1)養護と教育の一体性

(2)環境を通 して行う保育

(3)発達過程に応じた保育

(́4)保護者との緊密な連1りち

(5)倫理観に裏作l・ けられた保育士の専Pll」 i

3 保育の日標と方法

(1)現在を最もよく生き、望ましぃ未来をうくりだす力の庭硼を,音 う
(2)生活と遊びを通して総合的に行う保育
(3)保育における1闘 と集団べの配慮

(4)計画・実践・記録・評価の運動

4 保育の思想と歴史的変遷

(1)諸外国の保育の思想と歴史

(2)日 本の保育の思想 と歴史

5 保育の現状と課題

(1)諸外国の保育の現状と課ぼ

(2)日 本の保育の現状 と課題

第 3 出題上の留意点

1 保育所佐育指針の内容と保育の実際 との関連を重視した出題が望ましい。
2 保育士の役害1や倫理、専門性等について理解 しているかという点にっぃても出
題 し、その場合には具体的事例を設定 して問 う等工夫が必要である。

3 保育相談支援の内容等について理解 しているかという点についても出題 し、そ
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の場合には保育相談支援の意義と原則について具体的事例を設定して間う等工夫

が必要である。

4 教育原響、児壼家庭福祉、社会福祉、社会的養護の出題と十分関連をとつて出

題するt

教育原理 ,

第 1 出題の基本方針      |  ―

教育に関する基本的概念、教育における実践原理を体系的に理解しているかを

‖lう ことを基本とする。

問題選択に当たっては、教育の思想や鮨J度 について、また、児童福祉等との関

連性や教育を巡る現代的課題に関して1)配慮が必要である。

第2 出題範囲1             ・

1 教育の意義、目的及び児並福祉等との関連性

(1)教育の意義

(2)教育の目的

(3)教育と児童福布Lの 関連性

(4)人間形成と家庭・地j或・社会等との関連性

2 教育の思想と歴史的変遷

(1)諸外国の教育思想と歴史

(2)日 本の教育思想と歴史

(3)児童観と教育観の変遷

3.教育の制度

(1)教育制度の基礎

(2)教育法規・教育行政の基礎

` (3)諸 外国の教育制度

4 教育の実践                   ｀

、 (1)教育実践の基礎理論―内容、方法、計画と評価一          :
(2)教育実践の多様な取 り組み

5 生涯学習社会における教育の現状と課題

(1)生涯学習社会と教育

(2)現代の教育課題

第3 出題上の留意事項

1 教育と保育の実際との関連を重視した出題が望ましい。

2 保育原理、児童家庭福祉、社会的養護の出題と十分関連をとつて出題する。

児童家庭福祉

第 1 出題の基本方針

現代社会における児童家庭福ねたの意義と役割について体系的に理解しているか

を問 うことを基本とする。

問題選択に当たつては、児童家庭福祉の理念 口制度め体系を概括的に理解して

いるかという点のほか、児童及び家庭をとりまく状況や児童家庭福祉の実際につ

いて、また、保育との関連性や児童家庭福祉を巡る現代的課題に開しても配慮が

必要である。
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第 2 出題範囲

1 現代社会における児童家庭福祉の意義と歴史的変選          ｀

(1)｀ 児童家庭福祉の理念と概念 :

(2)児童家庭福祉の歴史的変遷

(3)現代社会 と児童家庭福祉

2 児童家庭福ねLと 保育

(1)児童家庭福和11の一分野としての保育

(2)児童の人権擁護と児1起家庭福祉
3 児童家庭福祉の1刊 度と実施体系

(1)児童家庭福社の制度と法体系  ′

(2)児童家庭福ねた行財政と実施機関

(3)児童福和L施設等           
｀

(4)児童家庭福れLの 専P]‖t。 実施者          
｀

4 児童家庭福れLの現状と言オ:題

(1)少子化と子育て支援サービス

(2)母子保健 と児童の健全育成

(3)多様な保育ニーズヘの対応

(4)児 1れ量待防 IL・ ドメスティックノ`イオ L/ン ス

(5)社会山勺ftil                                          ,

(6)障がいのある児童への対応

(7)少年非行等への対応

5 児童家庭7111ti綺たの動向と展望

(1)次 |■代育成支援と児童家庭福れたの推進

(2)保育・教育・療育・保健・医療等との連lJち とネットヮーク
(3)諸外134の lJiJJ向

第3 出題 上の留意111項

1 児市の人権擁護や児Jl家庭福祉に係る今日的ilt題 午卜について理解 しているかと'い う点||つ いて 1)出題 し、その場合に|す 具体的可I例 を設定して問う等工夫が必要
である。

21呉童家庭福れLの歴史的変遷の部分からは、歴史的にあまり古いものや現在の1謝

度体系と関連のないものは出題 しない。              '
3 保育原理、社会福れた、社会的養護の出題及び保育相談支援の内容と十分関連を
とって出題する。

社会福祉                            ∵

第 1 出題の基本方針

社会福祉全般に開して、その理念体系をJ:解 しているかを問うことを基本とす
る。

問題選択に当たっては、社会福祉の理念・制度の体系を概括的に理解 している
かという点のほか、その背景となっている社会の動向、社会保障等の関連11度 の
概要、利用者の保護にかかわる仕組みや相談援助等について、また、児童家庭福
れLと の関連性や社会福祉を巡る現代的課題に関しても配慮が必=要 である。

第2 出題範囲
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1 現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷

(1)社会福祉の理念と概念

(2)社会福社の歴史的変遷

2 社会福祉と児童家庭福祉

(1)社会福祉の一分野としての児童家庭福なL                
｀

(2)児童の人1在擁護と社会福祉

(3)家庭支援と社会福IL

3 社会福わ上の11度 と実施体系                     ′

´(1)社会福ね上の制度と法体系                   ・

(2)たL会福祉行財政と実施機関

|(3)社 会福ね1施設等

(4)社会福れ上の専Fl職・実施者

(5)社会保障及び関連市1度の概要

4 社会福ね上における相談援助

(1)相談援助の意義と原則

(2)相談援助の方法と技術

5 社会福祉における利用者の保護にかかわる仕湘lみ

(1)情報提供と第二者静r価

(2)利用者の権利擁護と苦情解決

6 社会福祉の動向と課題                  ‐     .
(1)少子高齢化社会への対応

(2)在宅福祉・地域福祉の推進     ^
(3)保育・教育・療育・保健 。医療等との連携とネットワーク       '
(4)諸外国のrJJ向

第 3 出題上の留意事項         '
1 社会福ね上の法律や手続き、歴史的変遷の部分からは、歴史的にあまり古いもの

や現在の1謝度体系と関連のないものは出題しない。

2 社会福祉に係る相談援助の内容等にういて理解 しているかという点についても

出題 し́、その場合には相談援助の意義と原則について具体的T4F例 を設定して問 う

等工夫が必要である。

3 保育原理、児童家庭福祉、社会的養護の出題と十分関連をとって出題する。

社会的養護                    `
第 1 出題の基本方針

現代社会における社会的養護の意義と役害1について体系的に理解しているかを

問 うことを基本とする。

問題選択に当たうては、社会的養護の理念・制度の体系を概括的に理解してい

るかという点のほか、児童及び社会的養護をとりまく状況や家庭的養護、,施設養

護の援助の実際について、また、保育との関連性や社会的養護を巡る現代的課題

に関しても配態が必要である。

第 2 出題範囲                        ′

1 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷

(1)社会的養護の理念と概念
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(2)社会的養護の歴史的変遷                ′

2 ′社会的養護 と児童家庭福祉

(1)児 1置家庭福者上の一分野としての社会的養護

(2)児童の1権利擁護と社会的養護

3 社会的養護の制度と実施体系

(1)社会的養護の1刊度 と法体系

(2),社会的養護の仕組みと実施体系

(3)家庭的養護と施設養護

(4)社会的養護の専門職・実施者          ′

4 施設養護の実際

(1)施設養護め施本原理

(2)施設養護の実際一日常生活支援、治療的支援、自己実現 。自立支援等―

(3)施設養護 とソこシャルワーク

5 たL会的養護の現状と課題              、

(1)施設等の運営管理!  :
(2)倫理11の Fill:立

(3)彼措に:児 童等の虐待防 IL

(4)‖二会的養護と1也J或福桁L

第3 出題上の招意事J頁

! `L会福 ILの法律や手続き、歴史的変l墾 の部分からは、1歪 史的にあまり11い もの
や現在の制度体系と関連のないものは出題 しない:

2 保育原11、 児11家庭福れたt‖1会福れたの出題と十分関連をとっそ出題する。

保育の心瑚!学

第 1 出題の基本方夕|

保育実践にかかわる心J:[学 の知識や発達の共木原理について体系的に■1解 して
いるかを1間 うことをり甚,4く とづ

―
る。

閾1題選択に当たっては、子ど1)の 発達呻程にぉける心」!や発達の特徴をJJ!解t
ているかとい う点のほか、生活と遊びを通して学ぶ子どもの経験や学習のi過程に
ついて、また、保育における発達援助や子どもの発達を巡る現代的課題に関して
も配慮が必要である。

第 2 出題範囲

1 保育と心理学

(1)子 どもの発達を理解することの意義

(2)保育実践の評価と心理学

(3)発達観、子ども観と保育観

2 子どもの発達理解  ‐

(1)子 どもの発達と環境

.(2)感情の発達と自我

(3)身体的機能と運動機能の発達

(4)知覚と認知の発達

(5)言葉の発達と社会性

3 人との相互的かかわりと子どもの発達
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(1)基本的信頼感の獲得                   ^
(2)他者 とのかかわり

(3)社会的相互作用

4 生涯発達と初期経験の重要性      、

(1)生涯J6達 と発達援助

(2)胎児期及び新生児期の発達

(3)子L幼児期の発達  :

(4)学並j朝 から青年期の発達

(5)成人期、老年期lの発達

5 子 どもの発達と保育実践

(1)子 ども理解における発達の把握

(2)個人差や発達過程に応じた保育

(3)身体感覚を伴う多様な経験と環境との相互作用

(4)環境としての保育者と子どもの発達

(5)子 ども相互のかかわりと関係作り

(6)自 己主張と自己統制

_(7)子 ども集団と保育の環境

6 生活や遊びを通した学びのi凸 程    ‐

(1)子 どもの生活と学び

(2)子 どもの遊びと学び

(3)生涯にわたる生きる力の基礎を培う

、7 保育における発達援助

(1)基本的生活習慣の獲得と発達援助

(2)自 己の主体性の形成と発達1援助

(3)発達課題に応じたかかわりと援助

(4)発達の連続性と就学への支援 t

(3)発達援助における協働

(6)現代社会における子どものうと達と保育の課題
・       1

第 3 出題上の留意事項

1 児童の発達i凸程及び発達の特性について正しく理解 し、保育 (養護 と教育)と

の関連においてIE握することを主眼として出題する。

2 児壷の発達課題や初期経験の重要性等、保育の実際において役立つような知識

についても問わなければならない。

3 保育原理、児童家庭福祉、児童の保健の出題と十分関連をとつて出題する。

子どもの保健        |
第 1 出題の基本方針

児童の心身の健康と安全に係る基本的知識と保育実践に係る児童の疾病とその

予防及び事故防止と安全管理等についての理解を問うことを基本とする。

問題選択に当たつては、児童の健康増進を図る保健活動の意義や保育における

環境及び術生管理並びに安全管理について理解しでいるかという点のほか、児童

の身体面のみならず心の健康についての理解や母子保健対策、他職種との連携等

に関しても配慮が必要である。
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第 2 出題範囲

1 子 どもの健康と保健の意義

(1)生命の保持 と情緒の安定に係る保健活動の意義 と目的
(2)健康の概念 :と 健康指標      ・

(3)地域おける保健活動と児童虐待防止

2 子 どもの発育 。発達 と保健 、

(1)生 4勿 としてのヒトの成 り立ち

(2)身体発育 と保健           .
(3)生理機能の発達と保健:                   ｀

ァ(4)運動機能の発達と保健

(5)精神機能のJb達 と保17Jl_r   
｀

3 子どもの疾病と保育

(1)子 どもの健康状態の把握と主な疾病の特徴

(2)子 どもの疾病の予防と適切な対応          .
4 子どもの精神保健

(1)子 どもの生活環境と精神保健

(2)子 どもの心の健康とその課題 .

5 環境及び術生管劇!並 びに安全管劇!

(1)保育環境 1瞥備と保拠

(2)保育現場における術生省:,」
!

(3)保育現場におけるJT故防止及び安全対策並びに危機管り:艦
6 健‖モ及び安全の実施体制

(1)用t員 間の連|′ちと剰ltttttl収湘l

(2)母子保健対策と保育

(3)家庭・専P電機関・地j或 とのJ:りt

7 保健活動の計口1及 び評価

(1)保健計画の作成と活用

(2)保健活動の記rt・llcと 自己静「佃i

(3)子 どもの保他に係る個別対応と子ども集口]企体の健‖こと安全・術生1事理l

第 3 出題上め留意事項  |
1 児童の疾病や事故等の予防や適切な対応ついて、保育の実際において起こりう
る可f項に関して出題することが望ましい。

2 二人一人の児童の保健とともに、集団の場における保健的対応や対策について
も問わなければならない。 .

3 保育の心理学、児童の食と栄養の出題と十分関連をとって出題する。

子どもの食と栄養

第 1 出題の基本方針

児童の食生活ゃ栄養に関する基本的力1識 と保育実践に係る食育あ基本と内容に
ついての理解を問うことを基本とする。

問題選択に当たちては、児童の健康な生活の
.基

本としての食生活の意義や栄養
の基本的概念や調理の基本、年齢や発達過程における食生活について理解してい
るかという点のほか、食に係る特別な配慮を有する児童への対応や食を通した保
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護者への支援、現代社会における食生活の課題に関しても配慮が必要である。

第 2 出題範囲

1 ｀
子どもの健‖こと食生活の意義

(1)子 どもの心身の健康と食生活

(2)子 どもの食生活の現状と課題 |

2 栄養に関する基本的知識

(1)栄養の基本的概念と栄養素の種類と機能
'  (2)食

事摂取基準と献立作成・調理の基本

3 子どもの多6育・発達と食生活

(1)乳児期の授乳・離乳の意義と食生活

(12)幼児期の心身の発達と食生活

(3)学童期の心身の発達と食生活

(4)生:涯発達と食生活

4 食育の基本 と内容

1  (ヽ1)食育における養護 と教育の二体性

(2)食育の内容と計画及び評価

(3)食育のための環境

(4)地域のB5係機関や鼎t員間の連携         、

(5)食生活指導及び食を通した保護者人の支援

5 家庭や児童福祉施設における食事と栄養

(1)家庭における食事と栄養

(2)児童福祉施設施設における食事と栄養            
‐      `

6 4寺別な配慮を要する子どもの食と栄養

(1)疾病及び体調不良の子どもへの対応

(2)食物アレルギァのある子どもへの対応

(3)障がいのある子どもべの対応

第3 出題上の留意lT項                          ヽ

1 児童の食と栄養に関する適切な対応づいて、保育の実際において必要な事項に

関して出題することが望ましい。

2 児童の保健の出題 と十分関連をとつて出題する。

保育実習 (保育実習理論及び保育実習寒技)

第 1 出題の基本方針

保育に関する教科全体の知識・:技術を基礎とし、子どもの保育及び保護者への

支援について総合的に理解し、実践する応用力を問うことを基本とする。
′   保育実習理論については、保育所t児童福祉施設の役割や機能について、また、

保育士の職業倫理について具体的に理解 しているかという点のほか、保育実践に

係る計画 (保育課程・指導計画)と 実践 (保育内容)及びその評価や児童福祉施

設における児童の生活と援助活 JJi」 に関しても配慮が必要である。

第2 出題範囲                               ′ ヽ

A 保育実習理論                  、

1 保育所保育

(1)保育所の役割と機能
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(2)保育課程 と指導計画

(3)保育の内容        
‐             |

①養護にがかわる保育の内容                  '
②教育にかかわる保育の内容

~

(4)記録 と自己評価

(5)保育士の役割と‖t業倫理

2 児童福ね1施設 (保育所以外)

(1)施設の役割と機能

(2)児童の生活の実際

(3)支援計画の作成と実践

(4)記録 と自ュ言平伸i              、

(5)保育士の役害1と ‖t業倫理

13 保育実習実技

1 音楽表現に関する技術

課題に対する器楽・声楽等

2 造形表現に関する技術

言,t題に対する絵画。制作等               ,
3 言語表現に関する技術

課題に対する言葉に限lす る遊びや表現等
第3 出題上の留意事項

l 保育に関する如1訓t、 技御iや受験者?思考力や仰l意 工夫が総合的に把握されやす
い内容を選択する。     |    ,

2 児童の保育の実際において、必要度及び活

'11度

の「5ぃ内容を」]視する。
3 児童の遊びを豊かに展り‖するための技術とその応用力についても考慮する。、
4_保育実習実技の受 i体者が多い場合、多人数が同 一条件の 1)と に受験 をきる J〔 う
西己1置づ

~る
。
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